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●	福井県こども療育センター

福井県こども療育センターは福井県で唯一の障害児の療育センターであり、県立県営の施設である。
・	 昭和 35年 6月　肢体不自由児入所施設「福井県立あかり学園」開設。
・	 昭和 58 年 4月　福井県小児療育センターとなる。肢体不自由児施設「つくし園入所部」（定員 50 名）、
同「つくし園通園部」（定員 30名）、難聴幼児通園施設「ひばり園」（定員 30名）も設置。

・	 平成 19年 4月　「福井県こども療育センター」に名称変更。重症心身障害児（者）通園事業（A型）「オ
アシス」（定員 15名）を開始。

・	 平成 24年 4月　児童福祉法の改正により、施設部門はそれぞれ、医療型障害児入所施設「つくし園」医
療型児童発達支援センター「つくし園」福祉型児童発達支援センター「ひばり園」（定員 30名）として
みなし指定。「オアシス」は児童発達支援・生活介護事業所として新規申請。

・	 平成 25 年 4月　医療型児童発達支援センター「つくし園」と福祉型児童発達支援センター「ひばり園」
を統合し（福祉型）児童発達支援センター『つばさ』（定員 40名）に変更。

障害児の療育は、施設中心から、住み慣れた地域での支援が求められており、福井県こども療育センター
（福井市）から遠方の市町では、身近な地域の中で療育を受けたいという要望があった。
そこで県は平成 17年に県内 4か所の病院を地域療育拠点と指定したが、指定された病院は地域の小児医療
の中核病院（周産期医療・小児救急等）であったため、障害児への対応が十分できない状態だった。
一方、療育センターでは、いわゆる「気になる子」の受診が増え、受診待機時間が伸びていた。
発達障害の療育については、センターも手探りであり、支援体制についても考える必要が出てきた。
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●	発達障害児の支援・連携会議

そこで、平成 20年度と 21 年度に、療育センターに県内の発達障害診療に関わる小児科医師、地域療育拠
点病院の小児科医師が集まり、現状の把握と課題の検討を行った（計 5回）。
この会議には、「発達障害支援体制整備事業」の実施を検討していた県の障害福祉課担当者も参加した。
この会議の結果、
・	 受診数の増加に対応できない（一般診療よりも時間がかかる等）
・	 医師自身が障害児医療の専門医ではない（特に発達障害）
・	 診断後のフォロー体制が不十分
・	 療育担当職員の数不足・（小児療育の）経験不足（特に心理・ST)
・	 医療機関のみのフォロー体制ではフォローが不十分
といった問題点が明らかになった。
この会議（現場の医師からの意見）を踏まえて、平成 21年度に県庁内に発達障害児支援方策検討プロジェ
クトチームがつくられ、効果的な支援方策を検討することになった。
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●	発達障害児支援方策検討プロジェクトチーム

まず、ライフステージごとの対象児者数の把握を行った。福井県内にも国の調査に準じた人数の「気になる
子」がいることがわかり、その対策を検討することになった。
ライフステージごとの課題を確認したところ、幼児期の課題として、以下のことがわかった。
・	 早期発見のため健診精度向上が必要（健診が市町ごとの基準になっている）
・	 健診・事後フォローのための専門職員の配置が不足
・	 保育士・保健師等の相談・支援のための資質向上が必要
・	 身近に療育機関・相談機関がない、専門医療機関が不足（発見しても支援・診断につなげる機会がない）
・	 保護者が「自分の子どもには特別の支援が必要」ということを受け入れにくい（専門機関につながらない）

今までは、早期発見→早期受診→早期診断→専門機関での早期療育開始ということが支援と思われてきた。
しかし、その体制では、発達障害の児の支援体制として不十分ということがわかり、「早期発見→早期支援
→途切れない支援」という、新たな体制を県の発達障害支援の施策とすることになった。
それが、「ふくいっ子	みんなちがって	みんないい」応援プロジェクト（後述）である。
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●	福井県における「途切れない支援」の実現に向けた取り組み

福井県の発達障害フォローの図である。
「早期発見して専門機関（医療機関）につなぐ」（そして、治す、ふつうに近づける）という「医療モデル」
の考え方ではなく、「早期発見→早期支援→途切れのない支援」という、その児自身の育ちをサポートする
という「発達・社会モデル」で支援していく。特に、幼児期の園での気づき、支援を大切にする（この背景
となる福井県の状況は後述）。
①	個人のライフステージを通した継続性
②	県内のどの地域でも支援を受けられる継続性
が必要と考えた。
早期に気づき、早期に支援を開始し、生涯を通じて支援するには、県内で共通で使えるアセスメント、経過
を記録する様式が必要となる。
そこで、「福井県方式子育てファイルふくいっ子」を作成した。幼児期→園→小学校→中学校・高校とライ
フステージにそって、アセスメントと支援を繰り返し、次のステージにつないでいく。
発達障害は、今までの乳幼児健診では見逃されることも多かった。乳幼児健診の精度を上げるのみでは解決
しないと考え、診断がなくても、「気がかりな児」はすべて支援するという体制にした。
支援は専門機関だけでなく、生活の場で実施されることが必要となる。

スライド 3

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	子育てファイルふくいっ子とは？

福井県が策定した発達障害支援のためのファイルである。
・	 早期発見のための「（気づきの）アセスメント（黒澤式アセスメントシート）」
・	 支援開始のための「個別の支援計画」
・	 途切れのない支援のための「プロフィール編（引継ぎファイル）」
から構成されている。
黒澤式アセスメントシートは、グラフにすることで、児の特性が把握しやすいという特徴がある。
アセスメントシートとしては、親が記入するM-CHAT（2 才前後対象）、保険収載されている、MSPA
（Multi-dimensional	Scale	for	PDD	and	ADHD）（ 幼 児 か ら 成 人 対 象 ）、PARS-TR（Pervasive	
Developmental	Disorders	Autism	Spectrum	Disorders	Rating	Scale-Text	Revision）（3才～成人対象）
もある。（MSPAの結果は特性レーダーチャートに結果をまとめる。）しかし、これらの検査は専門的で特
別な研修を受けないと使いこなせないともいわれている。
そのため、福井県では、子育てファイル「ふくいっ子」のアセスメントシートとして、黒澤式アセスメント
シートを使用することにした。
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ファイルは
・	 本人の環境や発達経過を記録するプロフィール編
・	 基礎調査票とその結果をレーダーチャートにまとめたアセスメント編	
（黒澤式アセスメント）
・	 その結果から支援の計画を立てる個別支援計画シート
・	 継続した支援のための引継ぎシート
からなっている。

アセスメント編以外のシートは福井県のHPからダウンロードできる。

スライド 5

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	黒澤式アセスメントシート

黒澤式アセスメントシートとは、「発達障害に気づいて・育てる完全ガイド（黒澤礼子著）」に収載されてい
たチェックシートをもとに、黒澤礼子氏と福井県が協力して作成した発達障害のチェックシートである。
「赤ちゃんから大人まで　気づいて・育てる発達障害の完全ガイド　総合版」に収載されている。すでに発
刊されていた著書のシートの項目を少なくして、気軽にチェックできるようにした。
福井県内の使用に際しては、黒澤礼子氏・講談社・福井県が協定を結び、コピーしての使用が可となってい
る。
このチェックシートは「気づき」のアセスメントと位置づけられている。
市販されているので、特別なトレーニングなしでも、子どもをよく知っている人（保育士・保健師・保護者
等）は記入できる。レーダーチャート化により、子どもの状況の客観的・総合的な把握が一目で可能で、他
の子どもとの比較も容易である。保護者と先生が記入した結果を比較することで、家庭と園での様子等、場
による子どもの状態の違いを把握できる。幼児期から成人期まであるので、ライフステージのいつでも使用
可能である。
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●	福井県の人口と出生数

「早期発見→早期支援→途切れのない支援」という支援体制を構築するには、福井県内の地域特性、出生数、
子育て状況を考慮する必要がある。
福井県は人口約 78万人、年間出生が約 6,600 人という県である。嶺北・嶺南の二つの地域に分かれ、嶺北
と嶺南の出生数の比は 4.5：1である。
県庁所在地は福井市で、嶺北にある。
支援体制は、出生数 2,500 人の福井市と 600 ～ 800 人の市と 250 人以下の市町の 3パターンが必要と考
えている。出生数 2,500 人の福井市は保育園での親子療育教室（後述）を開催という保育園内でのフォロー
といった、独自の工夫をしている。600 ～ 800 人の市町の多くは、児童発達支援センターを中心としたフォ
ロー体制に取り組んでいる。250 人以下の市町は、嶺南に多く、県として、嶺南についての対策を協議して
いる。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

7 

ૣ੩のযઠधলেਯ 

地域 対象市 ল生数 

ྒ
ਨ 

ൔ௭ 大野市・市 400 
福੩
௳੩ 

福੩市・あわら市 
௳੩市・ె 

3600 

ືવ ௭市・⍍市・વ௭・ 
௭・ি 

1400 

ྒ
વ 

ପ ྯவ市・ଘ・ 
若（೮ਕ方） 

700 

若 ৵ଘ市・高ଘ・ 
若（೮上中）・おおい 

500 

人ઠ ৺78ਐ人 
市 市（9）（8） 

ল生数/年 ৺6600人 
2400 福੩市 

 ・੩市・௭市௳ 600ع800
⍍市・ྯவ市 

 ・大野市・৵ଘ市 200ع250
あわら市 

௭・市・ె 100ع180
・若・高ଘ 

 ・ଘ・おおい 80ع70
વ௭ 

 ি ع10



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

●	福井県の子育て状況

共働き世帯、3世代同居率が高く、3才で 95%以上の児が就園している。幼稚園よりも保育所の数が多い
（現在では、こども園になっている保育所もある）。
待機児童の問題よりも少子化対策が課題である。少子化対策として、3人目からは保育料が無料化され、ま
すます、早期からの保育所の入所が増えている。
教育は公教育が中心で、ほとんどの児が居住区の校区の小中学校に入学し、県内の高校に進学する。
今までは、早期発見というと、幼児健診の精度を上げる検討がなされてきた。そして、保健師対象の研修会
が実施されてきた。しかし、発達障害の児は、健診場や家庭では気づかれない場合も多い。
乳児期より就園する児が多く、3才で 95%の児が入園しているということを活用し、乳幼児健診の場で保
健師が気づくだけでなく、保育士が保育の中で気づく体制を検討した。
園の生活の中で、早期発見→早期支援を開始し、学校へとつなぐと支援が継続されると考えた。
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●	発達障害児者の支援・診療体制

発達障害は幼児期には気づかれないこともしばしばある。そこで、乳幼児健診、保育園・幼稚園という幼児
期だけではなく、学校・会社といった、すべてのライフステージでの導入時のファーストアセスメントとし
てファイルを活用する。支援は、専門機関への紹介後に専門機関で実施するのではなく、生活の場である家
庭・園・学校・会社等で開始する。
専門医療機関の数は限られており、診断後に支援開始となると、気づいてから数年支援開始が遅れることが
ある。そこで、未受診、未診断であっても、生活するうえでの配慮が必要と判断されれば、意見書等で障害
福祉の資源も活用できる体制とした。
かかりつけ医には、支援が必要との判断と、育児不安の対応、それぞれの専門の医療を実施するときに、利
用者の方の特性に配慮した診療をお願いすることとした。
既存の県の各課の事業（こども家庭課の少子化対策、教育庁の特別支援教育、地域家庭課の母子保健事業）、
既存の各市町の事業を組み合わせて、県内同一ではないが、それぞれの市町に適した発達障害支援体制の構
築を目指した。

スライド 9

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

9 

発達障害児者の 
支援・診療体制 



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

●	発見（→支援）を支える仕組み

知的に遅れのない発達障害の児は、乳幼児健診では気づかれないことも多い。
発見を支える取り組みとして、「子育てファイルふくいっ子活用のための研修会」を、保健師ではなく、保
育士等を対象に実施した。
保健師や教師や市町の行政職の参加ももちろん可としている。
県内に周知するために、平成 24年度から 3年間、同一内容の研修会を、県内 5か所で開催した。
研修会では、単にファイルの内容だけではなく、
①	県の取り組みの説明（行政）
②	保・幼・小の連携（教育）
③	発達障害の基礎知識・アセスメントの意義（医療・こども療育センター担当）
を盛り込み、ふくいっ子ファイルの普及だけでなく発達障害の啓発になるような内容にした。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 「子育てフ॓イル「ऴくいっ子」活用のための保育士等 
 研修会の実」（H.2426ع） 

  内 5ढ़所 同内ઍ 3か年 
  内ઍ のੌाのହ明（ষ） 
 保・幼・৵のਬಲऍ（教育） 
 発達障害の੦ຊ知・ア७スメントの意ଝ（医療） 

 

ٛ発達障害者支援७ンॱースクラム福੩にٜ 
発達障害者支援७ンॱーઈ営事業における新たな支援のあり方に関する৹ਪ 
（ਛ29年3া ௐ生ௌ௮アフॱー१ーঅスਤ 報ઔછ p.46-55） 
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ৄ（੍ڀର）を 
੍えるலੌा 



4���

ʮ;͍ͬ͘ࢠ�みΜͳ͕ͪͬͯ�みΜͳ͍͍ʯԠԉϓϩδΣΫτ

●	平成 24年度から 3年間の「活用のための研修会」の参加率

3 年間の間に、県内の公立保育所は 95.3%、私立保育所は 85.3%、私立幼稚園は 69.7%が少なくとも 1回
は参加した。園によっては、毎年職員が交替して参加した園もある。公立幼稚園は、福井県では小学校の敷
地内にあり特別支援教育の施策の管轄なので、今回の統計からは外してある。
参加した保育士さんの感想として、「今までは、保護者に早く気づいて、早く専門機関を受診してほしいと
思っていた。しかし、まず園で取り組めることがあるとわかった。」「発達障害と思うことが悪いと思ってい
たが、特性に気づくことが大切と思った。」「発達障害がどんなことか、少しわかった。」等があった。
一方、「気づいた後、どうすればいいのか、この研修会だけではわからない…」「アセスメントをどう活かせ
ばいいのか、難しい…」といった感想もあった。
平成 27年度からは、『基礎編』として、それまでの研修会の内容を県内 2か所で開催している。3年間の研
修の感想をふまえて、「気づいた後の対応編」として、新たに『応用編』も開催している。応用編では、実
際に保育園で支援した事例、保育園以外の児童発達支援事業所の取り組みの事例等を研修会の内容として
「気づいた後の支援開始」に踏み込んだ内容を取り入れている。
市町によっては、独自にファイルの研修会を実施し、発見→園での支援開始に取り組んでいる。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ਁয়保育所（129） 
  95.3٫ 

எয়保育所（113） 
  85.3٫ 

எয়幼ညୱ（33） 
  69.7٫ 

全  83.7٫ 
ਁয়幼ညୱは、（৵学校ಡਝஅ） 
્શ支援教育の体制でフォローさ 
れている 
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ଢ଼ఊভਸ૨ 
  

ਁয়৳ எয়৳ ٫ எয় ٫ 
ૣ੩市 27/27 40/53 83.8 16/20 80.0 
௳੩市 17/17 14/14 100 1/1 100 
௭市 8/8 14/15 95.7 2/5 40.0 
⍍市 8/9 10/12 85.7 ٕ 
ྯவ市 12/14 5/7 81.0 1/3 33.3 
প市 3/5 8/8 84.6 1/2 50.0 
৵ଘ市 10/10 3/3 100 1/1 100 
ँॎै市 2/2 7/9 81.8 ٕ 
௭ 6/6 0/8 42.9 ٕ 
 3/3 7/8 90.9 ٕ 
ె 7/8 ٕ 87.5 ٕ 
 8/8 1/1 100 ٕ 
ৈଘ 3/3 ٕ 100 ٕ 
વ௭ 4/4 1/1 100 1/1 100 
ଘ 3/3 ٕ 100 ٕ 
उउः 1/1 1/1 100 ٕ 
ি 1/1 ٕ 100 ٕ 



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

●	発見→支援を支える仕組み (1)

保育士さん等が早期支援を開始するために以下のような園を支える仕組みがある。
①	ふれあい保育補助事業（子ども家庭課）
この事業により、保育士の加配等が可能になるが、利用には、保護者の同意と医師の診断書が必要であっ
た。受診を勧めることの難しさ・専門医療機関の予約が取れない	という課題がある。

②	特別支援教育センターの巡回相談（教育）
③	特別支援学校の地域相談部の相談会（教育）
④	市町独自の相談体制の活用（例　保健師の園の巡回、2才児相談会、子育て広場、等）（市町）
⑤	ペアレントメンター養成研修
保護者のサポートとして、ペアレントメンターの活用が国から勧められている。県では、スクラム福井に
委託して、ペアレントメンター養成研修を実施している。スクラムは、メンターを活用した「ちち☆はは
サポートクラブ」を開催している。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

⋇ ऴれあい保育ଓ助事業 
（医師等の意見છがਏ）ځ地域の医師の発達障害の研修 
     （H.25 ع子どものここौの診療医ുਛ研修） 

⋈ ્શ支援教育७ンॱーの回相談 

⋉ ્શ支援学校の地域相談の活用 

⋊ 市ஆঽの相談体制の活用 
（保育ୱのୱ内研修等） 

⋋ ঌアঞントメンॱーുਛ研修 
（発達障害者支援७ンॱー スクラム福੩に） 
   ちちٱはは१ポートクラঈ 
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ৄ੍ڀରを੍えるலੌा
（1） 



4���

ʮ;͍ͬ͘ࢠ�みΜͳ͕ͪͬͯ�みΜͳ͍͍ʯԠԉϓϩδΣΫτ

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 保育ढ़ウン७ラーのਝ઼（H.22ع） 
（৯的） 

就学の子どもの発達に関して௧的な知およल経験をથするもの（「保育ढ़ウ
ン७ラー」）を市に配઼することにより、保育所、幼ညୱ、子育て支援७ンॱー、
市が実する幼児健診およल発達相談の場（ਰৣ、「保育所等」という）にお
ける発達相談・支援体制の充実をることを৯的とする。 

（業ਜ） 

保育ढ़ウン७ラーは、定期的に保育所等を回しਰৣの業ਜをষう 
⋇ 「気になる子」のষ્性、発達状況等に関する௧的པ 
⋈ 「気になる子」に関する保育士または保護者等に対する௧的助・援助 
⋉ 保育所等の期間内支援体制のଡണ 
⋊ 児童ੇ൦福祉、医療、ಟ子保健、障害、教育等の関連ী野との連携・৹ତ 
⋋ その他、৯的にසらしてిਊとੳめられる業ਜ 
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ৄ੍ڀରを੍えるலੌा
（2） 

●	発見→支援を支える仕組み (2)

今までにも市町の事業として、個々の園の事例の相談をする、保育所の園内研修はあった。園内研修は希望
した園のみが活用していたため、園によって、「気になる子」の理解や支援スキルに差があった。
そこで、県の事業として、「個々の保育園への支援」ではなく、「発達障害の支援体制の充実」を目的として、
「保育カウンセラー」を配置した。希望する園のみではなく、可能なかぎり、市町のすべての園を訪問する
体制の構築を市町に依頼した。
保育カウンセラーの業務として、発達相談会の担当、症例検討会のスーパーバイザー、健診後のフォロー教
室の指導、障害児保育の研修会の講師等、種々の活用ができるように緩みを持たせ、市町が活用しやすいよ
うにした。
一例をあげると、出生数 2,500 人の福井市は、保育カウンセラーを活用して統括保育園で、土曜日に親子療
育教室を開催するという取組を開始した。（後述　福井市啓蒙保育園　りんご教室）
保育カウンセラーは、保護者の同意がなくとも園が活用できるというメリットがある。平成 24年度の児童
福祉法の改正で「保育所等訪問事業」を国が新設しているが、これは、個別給付であり、対象となる児（保
護者が希望）が申請しないと受けられない。



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4���

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 市の保育士等の中ఙ研修へのଓ助 
（の事業 ાٔ研修ાの） 

• こども療育७ンॱーでの保育士等研修 
研修テキストਛ 
実地研修（1・3・1ౝ間・3かা等） 予ਗ 

• （市人౫ઐ事業で、市の保育士の७ンॱー受け入れ） 
७ンॱー職৩としての実地研修 
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ৄ੍ڀରを੍えるலੌा
（3） 

●	発見→支援を支える仕組み (3)

地域の保育園で支援を開始するには、保育士の支援スキルの習得が必要である。
・	 市町の保育士等の中央研修への補助（県の事業　旅費+	研修費の一部）
・	 こども療育センターでの保育士等の研修の実施
保育士研修テキスト作成（当センター通園の保護者学習会資料の活用）
実地研修の受け入れ（1日・3日・1週間・3か月等）

・	 市町の保育士の療育センター受け入れ（市町人材交流研修）（2年間職員として勤務）
・	 中央で開催される研修には平日に開催されるものも多いが、代替保育士の問題等があり、休みが取りにく
く、なかなか参加できない。公費出張扱いとなると、研修に参加しやすくなると考え、発達障害研修費を
事業として、確保した。

・	 通園の保護者学習会の資料を基に、保育士向けのテキストを作成した。保育士等の実地研修は、市町の要
望を聞き、実施期間、内容等を検討しつつ、現在も続行している。センターが福井市にあることもあり、
福井市近隣の市町の利用が多い。福井市より遠方の市町は、研修期間中の交通費や住居の課題があり、活
用しにくいという課題がある。

・	 市町人材交流事業は行政職の利用が多かったが、この事業を活用し、市町の保育士が、こども療育セン
ターで職員として勤務（2年間）することで研修できるようにした。
（平成 22～ 28年度に福井市 3名、南越前町 1名）。



4����

ʮ;͍ͬ͘ࢠ�みΜͳ͕ͪͬͯ�みΜͳ͍͍ʯԠԉϓϩδΣΫτ

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 市のフォロー体制のତ・アドংイス 
 （عਛ22年度）市१ポートコーチの配઼ܒ
 （H.23ع 発達障害支援७ンॱー職৩ැਜ） 
 ع発達障害者地域支援ঐネジকー ਛ27年度ܒ

• 内17市の支援の現状（ਛ25年度ਊ時） 
 営（市য়）の障害児の相談およल療育のਝがあるਁٳ

     （ྯவ市・௭市・৵ଘ市） 
 児童発達支援事業所の新ਝ（大野市・他）ٳ
 教育の支援機ચとの連携（ె・市）ٳ
 幼児健診後のフォロー教がある（多数の市）ٳ
 （ಟ子保健ਤ৩制度ص例 ଘ）ஆঽのフォローシステムがあるٳ
 ୰等、௧機関へງஂするٳ
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ৄ੍ڀରを੍えるலੌा
（4） 

●	発見→支援を支える仕組み (4)

既存の各市町独自の支援体制を活かしてライフステージを整備する目的で、平成 22年度に『市町サポート
コーチ』を配置した。平成 23年度からは、発達障害者支援センターの職員（所長）が市町サポートコーチ
を兼務した。
平成 27年度からは、国の勧める『発達障害者地域支援マネージャー』として活動している。
支援体制の構築には、障害分野だけではなく母子保健分野・保育分野・教育分野・就労分野との連携が不可
欠である。しかし、現状では、市町の横の連携が不足している。支援マネージャーの位置づけが、『発達障
害者…』となっているため、支援マネージャーが巡回しても、障害分野以外との連携がなかなか進まない。



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4����

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

利用した市の数（全17） 

16 

হのણ৷૾யधୖ 

H22 H23 H24 H25 H26 
市१ポート॥ーॳをഃᶌ 16 スクラム スクラム スクラム スクラム 
৳ढ़ウン७ছーਝ઼ 14 15 15 16 16 
রఙଢ଼ఊਹ৷ 
  市ਯ（੯ਯ） （12）8 （9）7 （6）5 （6）ڰ （5）ڰ 

1ଢ଼ఊのਸ（17） 11 15 × 1W3M 
に更 3ধাଢ଼ఊのਸ（2） 2 1 × 

●	事業の活用状況と課題

それぞれの事業の活用状況である。
以下のような課題があがっている。
1)	市町サポートコーチ事業
・	もともとは、『発達障害を中心とした、市町の乳幼児の支援体制の構築を支える』という位置づけで
あった。しかし、発達障害支援センターの職員が兼任するようになったこと、さらに、国の進める発
達障害者地域支援マネージャーとなったことで、発達障害支援が前面に出る形になってしまった。

・	支援の対象となる、市町の横の連絡体制が不十分
2)	保育カウンセラー事業
・	保育カウンセラーの力量の差がある
・	各市町での保育カウンセラーの役割が充分には、検討されていない

3)	保育士の研修の参加
・	研修に参加するときの代替の保育士の確保
・	臨時採用の保育士の研修参加が困難（研修は業務時間外となる等）



4����

ʮ;͍ͬ͘ࢠ�みΜͳ͕ͪͬͯ�みΜͳ͍͍ʯԠԉϓϩδΣΫτ

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 福੩こども療育७ンॱーの充実 

• 診後のフォロー体制としての 
 健診後フォロー教 
 子育て相談会 
 児童発達支援事業 
 ଣୖ後等ॹイ१ーঅス 

• 安定した就ௌにつなげる・・・・ 
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ଫ੍ର（療） 

●	福井県こども療育センターの取り組み (1)

当センターは、従来は肢体不自由児施設・難聴幼児通園施設であったため、今までは個別リハビリが中心で
あり、発達障害の診療・療育についての専門性が不足していた。外来で、いわゆる「気になる子」にも個別
リハビリを実施していたが、発達障害児の療育はそれだけでは不十分と思われた。「気になる子」の受診が
増え、受診者数の増加から受診待機期間が長くなり、その対応も求められた。
『療育』は、主な対象が『肢体不自由児』であったため、不自由な手足を訓練で良くするというイメージが
あった。が、昨今は『療育』とは、『発達に気がかりさを持つ児の育児支援・家族支援・地域支援』までも
含むと考えられている。『早期療育』ということばは、ともすれば専門機関での早期介入（リハビリ等）と
思われがちであるが、必要なのは、そういった『早期療育』ではなく、特性のある児の育ちのサポートこそ
が大切である。途切れのない支援により、安定した就労等、成人しての楽しい生活につなげることが大切で
ある。



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4����

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ૣ੩ऒども療७ンॱー
のੌा 

ਗ来൧療のౄৰ 

の৬ତ੍ର 

市の৬ତ੍ର 

ৢୱ療दのঽ൷ඪ療のౄৰ 

ཟ 

診ংッテজーのਛ 
療育ਗ来のੵ 
（৵ૐ੮・ঌアトঞ・ঌアプロ等） 

療育講ౠの充実 

市の保育士研修受け入れ 
保育士研修テキストਛ 
職৩の中ఙ研修（スキルアップ） 

市の会৮への参加 
（ಟ子保健・教育・子育て支援等） 

ಹ 

ষ・市 

医師対象講演会 

子どものここौの診療医ുਛ事業ੈ力 子どものここौの診療医ുਛ事業ੈ力子どものここौの診療医ുਛ事業ੈ力
発達障害支援७ンॱー事業ੈ力 発達障害支援७ンॱー事業ੈ力
地域療育ು点会৮লఆ 

ଁフ॓イルのਫ਼ୈ・支援体制ਫ਼ୈ৩会  

৵児科医会学ಆ会 

ষ・市

学校医研修会 

ಹ

発達障害関連講演会 

親の会 研修会 
ড়生৩・子育てঐイスॱー講演会 

●	福井県こども療育センターの取り組み (2)

福井県こども療育センターには、
・	 医療・療育の専門機関としての専門性を高めて利用者さんの個別の要望に応えること
・	 福井県で唯一の総合療育センターとして、県全体の発達障害支援の体制を意識し、センターの果たす役割
を認識して、他の機関との分担・連携を図ること

・	 利用者と地域のニーズを日常業務から拾い出し、県内の療育体制が充実するよう、行政につなげること
が求められていた。
課題解決の取り組みとして、次のようなことを実施した。
・	 外来診療の工夫
–	 診断バッテリーの作成
–	 特別外来の開設（小集団外来、ペアトレ、ペアプロ、保護者学習会）
–	 療育講座の充実

・	 職員のレベルアップ
–	 中央研修への参加（TEACCH/ABA/PECS/ 認知行動療法等）
–	 所内発達学習会
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・	 センターの役割検討と提言

–	 市町の要請に応えて、種々の会議に参加
–	 本課との定期会議の開催
–	 県の会議・事業への協力
	地域療育拠点病院との連絡会議
	嶺南地域療育強化事業の実施
	子どものこころの診療医養成事業への協力
	アセスメント活用研修会への協力

・	 発達障害の啓発
–	 種々の講演会の講師や保育士研修、子育てマイスターや民生員の研修会の講師等の引受け

《参考資料》
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 支援のスॱートとしての気がかりさの発見ٳ

 次支援の主体としての相談・支援の提供ٳ
（2ྜుৼ、൧のইज़টش教室等） 

 آකの੍ରमَ૩ుُदऩःध५ॱートदऌऩःૣٮ

 保護者へのହ明と同意ٳ
 もऋਭऐるు൧ध੍ର৬षधणऩएَৼُၴٮ

 保育所等への支援情報のつなऍٳ

 地域のৱ౺を活用した支援体制のଡണٳ
（わが市のৱ౺の活用آ） 
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আॵॡアॵউ 
ْಟ子৳ীषのୄٓ 

َ医療पणऩऑय心ُ 
दमऩऎ؞؞؞ 

●	今後の課題

乳幼児期は、発達の気がかりさに気づかないことや、気づいても、個人差の範囲であろうと保護者が思うこ
とが多い。「育ちの支援」という側面からは、あまりにも早い介入が、不必要な心配を保護者に与えて、育
児にはマイナスとなる場合もある。
大事なのは、その子自身の特性・発達に合わせて、その子自身が「幸せを感じる大人になること」、そして、
保護者も「子育てを楽しめる」ことだと考えている。
誰もが受ける乳幼児健診の制度を活用して、早期発見したのであれば、その時点で「相談・支援」が提供で
きるしくみが必要と思われる。
福井県においては、その後、多くの児が保育園を主とした幼児施設に通園する。乳幼児健診と家庭以外の生
活の場である「園」へと支援情報をつなぐこと、そして、それぞれの市町の資源を活かした家庭と園への支
援体制の構築が望まれる。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 子育ての中心としての気がかりさの発見ٳ

 保育の中で、支援の主体としての相談・支援の提供ٳ
（子育て教室、小集団の親子療育教室等）（福井市等） 

 آකの੍ରमَ૩ుُदऩःध५ॱートदऌऩःૣٮ

 保護者へのହ明と同意ٳ
 ऻ৸थのుऋোୱघるୱध੍ର৬षधणऩएَৼُऺٮ

 ৵学校への支援情報のつなऍٳ

 地域のৱ౺を活用した支援体制のଡണٳ
（わが市のৱ౺の活用آ） 
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আॵॡアॵউ 
ْ৳ীषのୄٓ 

َ医療पणऩऑय心ُ 
दमऩऎ؞؞؞ 

●	保育分野への期待

保育園や幼稚園に入園後に児の特性が明らかになる場合も多い（特に知的に遅れのない、言葉の遅れのない
タイプ）。園は早期発見の場でもある。そして、園は健診とは異なり、生活の場でもあるので、支援の開始
がしやすい。
通常の保育園が、気になる子の支援のスキルを持つことで、早期の支援が開始できる。
気になる子の保育は特別なものではなく、今までの園の先生方の保育の工夫の中にも、そのノウハウが隠れ
ている。
「その子がわかるように」「その子に合わせて」「その子ができるように」と考えることは、どの児にも必要
である。視覚的支援、構造化といわれる工夫は、すでに、保育の中にある（自分のマークのシールで場所が
わかる、お片付け箱、・・・）。
通園施設での療育と一般の園での保育が別のものではないということに気づいてほしい。
市内にある、児童発達支援センターや事業所を活用して、園の保育を工夫している市町（越前市・勝山市
等）、通常の保育園で、土曜日を利用して、親子療育教室を開催している市町（福井市）、県内ではそれぞれ
の市町が自分の市町の特性を活かして保育分野での早期発見→早期支援の体制を探っている。
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保育分野の取り組みとして、福井市の「保育所における親子療育教室」を紹介する。
福井市では、平成 23年 10 月「福井市の保育所における質の向上のためのアクションプログラム」を作成
した。統括保育園のひとつであるK園では、研究指定園として、「保育園だからできる家庭と連携した早期
療育」を課題として、親子療育教室を実施した。
専門機関につながっていない、発達の気になる子どもと保護者を対象とし、土曜日の午前中に親子で参加す
る。回数は10回（平成24年度	毎週、平成25年度～隔週）、親子遊びのあと、保護者は学習会に参加する。
教室の後、年度後半には振り返りの学習会等を開催し、保護者はこれに参加する。実施に際しては、言語聴覚
士（元療育センター職員）に保育カウンセラーを委嘱し、この療育教室の指導を受けた。実施スタッフとして、
・	市町人材育成事業で、療育センターで 2年間研修した福井市の保育士
・	療育センターの 3週間の保育士研修に参加した福井市の保育士

をK園に配置してスタートした。
福井大学教育学部所属の小児科医が全体の研究を指導し、支援スタッフとして、療育センターの医師も参加
した。年度ごとに検討を加えて、現在は、在籍園の保育士が中心になり、実施している。親子療育教室の事
例を検討する学習会の開催等、在籍園以外の保育士研修にも役立てている。教室を活用する、親子にメリッ
トがあるだけでなく、保育士の気になる子への支援スキルの向上等がみられた。
（第 50回　発達障害学会発表、　福井大学初等教育研究　実践論文等）

《参考資料》 保育カウンセラーを活用した、福井市の通常の保育園で開催した親子療育教室
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 学童期の中心としての気がかりさの発見ٳ

 学校の中で、支援の主体としての相談・支援の提供ٳ
 آશ੍ରઇのౄৰ્ٮ

 ء保護者へのହ明と同意はٳ
 آઉம৳૧者を੍ରघるのमिङऊखःٮ

 学校間の支援情報のつなऍٳ

 教育と他のৱ౺との連携ٳ
・・・地域のৱ౺を活用した支援体制のଡണ 
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আॵॡアॵউ 
ْઇषのୄٓ 

َ医療पणऩऑय心ُ 
दमऩऎ؞؞؞ 

●	教育への期待

福井県では、ほとんどの児が地域の保育園・幼稚園から居住地の小学校に入学する。就学前の保護者の気づ
きを促す目的で 5才児健診が各地で実施されているが、福井県では 5才児健診ではなく、園生活の中で発
見→支援につなげる形を検討している（全員受診の健診ではなく、5才児相談を実施している市町はある）。
保幼小の連携を強化し、保護者の理解がある場合は、園での気づきを就学時の相談会や健診で保護者や学校
に伝えている。保護者の気づきがない場合も園での支援を入学時の保育要録に記録する…等、途切れのない
支援となるよう工夫している。
学校では、「みんなと一緒にできる！」「普通教育を受ける」ということを目的にする場面が多い。この場合、
特性のある児は苦労する。たとえみんなと同じように学校生活を過ごしていても、幼児期に特性の見られた
児については、注意深く、フォローしていく体制が望まれる。
学齢期になって、学業不振、不登校、いじめ等で、初めて児の特性に気づく場合がある。今までの特別支援
教育の取り組みだけでは対応が追い付いていないように感じる。教育と、医療・障害分野の連携をすすめる
必要がある。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 診機関としての૽સٳ
（本人へのઔ知・児童精神科の不足） 

 ௧୰とಹ診療機関との連携ٳ

 医療と他のৱ౺との連携ٳ
・・・診の後、支援へつなげる 

 ৵児体制、他の障害児医療への対応ٳ

 （ء2次障害のない人は）精神科との連携・ষٳ
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আॵॡアॵউ 
ْ医療षのୄٓ 

●	医療への期待

福井県の施策として、「早期発見→早期支援→途切れのない支援」を掲げているが、「診断」が不要といって
いるわけではない。「診断」は大切であり、医療の大切な役目である（なかなか診断がつかない場合、特性
があるが生活に困り感がないので診断の必要性を感じない場合等もある）。しかし、県内では、診断できる
専門の医師が限られており、専門の医師の確保が必要である。すぐに専門医をふやすことができない場合、
地域の一般診療機関と、どのように連携するか、検討が必要である。診断を受けただけでは、保護者の不安
が増すだけであり、その後のフォロー体制の検討が必要である。
幼児期は保護者に診断を告知するが、当事者が成長するに従い、本人への告知・サポートが必要となる。思
春期以降は、小児科からのキャリーオーバーの課題もある。学童期以降は、二次障害（うつ・不登校・ひき
こもり等）への診療が必要になることもあり、精神科医との連携が欠かせない。県内には、児童精神科医が
不足しており、その育成も必要である。
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●参考資料　子どもの心の診療医養成研修

平成 25～ 28 年度にかけて、国の『子どもの心のネットワーク事業』を活用して県は、「こどもの心の診療
医養成研修」を実施した。
この研修は、「①発達障害診療の専門医を増やすこと②発達障害の診療に関わる地域の小児科・精神科医を
増やすこと」を目的とした。実施年度ごとにアンケートをとり、参加者のニーズを反映させた。
「子どもの心の診療医の養成」を目的としていたが、参加者のニーズは「日々の診療のなかで、かかりつけ
医としてできる」ことが主であり、奇しくも、『かかりつけ医研修』を国に先駆けて実施したような結果に
なった。
講座では、県内の発達障害の診療を専門とする医師も講師を務めた。医療以外の教育分野や障害福祉分野の
発表を組み合わせて医療と他の資源との連携を図った。医師の参加者が実数として 160 名、延べで 653 名
あり、発達障害について関心を持つ医師がかなりの数存在することがわかった。特に、『症例をもとにした
研修講座』の満足度は高く、概説だけでなく実際の診療に役立つ知識が求められていた。
専門医の養成はこういった研修会開催だけでなく、他の方法が必要と思われ、県は寄付講座（5年間）とし
て、平成29年度から福井大学子どものこころの発達研究センターに、『児童青年期こころの専門医育成部門』
を設置した。研修を受けた医師の研修先の確保等、発達障害に関わる医師の養成には、今後も課題がある。

ʬࢿߟࢀྉʭࢠ�Ͳの৺の療医ཆݚमの༰
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スライド 23

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

23 

「ふくいっ子 みんなちがって  
みんないい」応援プロジェクト 

●	「ふくいっ子	みんなちがって	みんないい」応援プロジェクトとは？

国の「発達障害支援体制整備事業」の福井県での実施に際して、障害福祉課が事務局となり、健康増進課・
子ども家庭課・児童相談所・特別支援教育室・福井県こども療育センターが参画した発達障害支援方策検討
プロジェクトチーム（平成 22年度に庁内に設置）が作成したプロジェクトである。
支援の対象は、「発達障害領域児」* とした。
目的は、「その症状を『障害』として区別するのではなく、『個人の特性の一つ』と捉えて支援することによ
り、一人一人の子どもが地域の中で活き活きと育つよう、母子保健・保育・福祉・教育の分野をつなげた早
期発見－早期支援開始、と継続の仕組みを構築する」ということにある。
「早期発見→早期支援→途切れのない支援」により、「地域の中で、活き活きと暮らせる」「地域の中で自立
して生活できる」「福祉の受け手から社会の担い手に」ということを目指す。医療や障害福祉だけでなく、
母子保健・子育て支援・教育等の事業、その他、市町の種々
の資源や県の事業を活用する。
早期支援は、専門機関で受けるいわゆる「療育」だけでは
なく、生活の場でもできるような体制を目指す。そして、
「診断」がなくても支援開始ができる仕組みを大切にする。

＊	 発達障害と診断された子ども・診断は
ないが乳幼児健診等でその疑いがある
とされた子ども・家庭や保育所・学校
等で気がかりさや困難さがあり、個別
の支援を必要とする子ども
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 連携のದ 
人ٕ情報ٕੌ௶ 

• システムりにはষの助けがいる 

• ষのু১・્ඉを知ること 
૯の連携が不得ু 
事業に合ಱするとにਤि 
 （相ুのॽー६に໌した支援） 
  提案の発を心がける 

• 教育との連携の્性 

24 

シ५ॸムतऎॉपमء 

●	システムづくりには、医療だけではなく多機関との連携が必要である

プロジェクト以前は、「障害児」といえば多くは肢体不自由児と知的障害児であり、「療育」といえば個別の
リハビリであった。「障害児」は、障害児対象の通園施設に通い、特殊学級あるいは養護学校に進学した。
平成 13年頃より、いわゆる「気になる子」の受診が増えたが、『診断』についてはセンターの医療部門で
対応可能であった。しかし、診断後の療育については、個別の外来療育や今までの通園の仕組みではフォ
ローしきれないということが明らかであった。センターの機能では不十分であり、センター内でもいろいろ
と工夫を重ねていた（前述）。
個別の症例のフォローを通して、市町の乳幼児健診部門や保育園・幼稚園・学校との連携が始まったが、な
かなか支援体制の構築にはいたらなかった。しかし、人の関係はでき、いろいろな情報を得ることができた。
平成 20年頃、県が発達障害者支援体制整備事業に着手することになった。当時、当センターが主催した、
発達障害を診療している県内の医師の会議に事業の担当者が参加し、医療と行政との接点ができた。医師の
会議では、発達障害の専門医以外の医師の意見も出された。医療の分野の意見は障害分野においても重要で
あり、専門医のみでなく地域の医師の意見も反映できるしくみがいる。
平成 22年に庁内に「発達障害支援方策プロジェクトチーム」がつくられた（前述）。このチームは、複数
の課の現場担当者が参加したので、行政の横の連携の弱さをカバーした。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ટが数ஊで見える 

• ੦ຊ知のない人もವ得できるହ明 

• ড়間ではできないことであること 

• ১改ਫ 
 H.18 障害者ঽয়支援১（障害者ೈ઼制度がీ৺に更آ） 
 H.20 ஂ護保૫制度入 
 H.19 学校教育১等の改ਫ（્શ支援教育の開） 
 H.24 児童福祉১改ਫ 
 H.25 障害者合福祉১ ځځ H.18 障害者ঽয়支援১ 
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●	行政が動くには

行政が動くには、
・	 効果が数字で見えること
・	 基礎知識がない人も理解、納得できる説明
・	 民間ではできないことであること
が重要である。
そして、法改正があれば、当然、法に基づいての整備・改変となる。
システムづくりには、目の前の患者さんのことを考えると同時に、社会の情勢も知っておくことが必要とな
る。全体のシステムを考えて、はじめて、各部署、各人が果たす役割が明確になる。
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発達障害児はその特性を、生涯持ち続ける。その特性をなくすために、早期に発見し、早期にいわゆる『療
育』を始めるのではない。診断がつく児であっても、そうでなくても目指すところは、成人して、幸せと自
分が感じることができる人生を送れるようになることが大切である。
その児の特性に気づくと保護者は育てやすくなり、二次障害を防ぐことができる。その児にあった育て方を
するために、早期発見が必要であり、その児にあった育て方が早期支援である。
発達障害の原因は、脳の機能の違いといわれている。治す対象というよりも、その違いに気づいて、成人し
たときに、必要なコミュニケーションスキル、必要な社会性のスキル、感覚のコントロールができるスキル、
そういったスキルが身につけることができるように関わる。環境の配慮や支援グッズの活用で、カバーでき
るところはカバーしていく（合理的配慮）。個人の努力だけではなく、地域全体が、違いを受け入れる、個々
の人権に配慮がある社会となることが大切である。

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• 地域で発達と子育てを支えるலੌा 
幼児健診、保育ୱ・幼ညୱ、子育て支援 

• ਉಋ؟合、ಲਢ、ฮ、地域、્৲と相互ଓ、発ன 
現ோの市の支援システムの活用 

• ੦ୌ機ચ؟ઉ接支援機ચ、間接支援機ચ 
療育७ンॱーの機ચਘ৲、（福੩の৵児医療体制） 

• ষ؟市੨ٜਿ 
事業へのੈ力・提案の意見提ল 
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シ५ॸム(1) 
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●	地域療育（発達支援）システム

「療育」は、専門機関での個別や集団リハビリのみではなく、「発達に気がかりさを持つ児の育児支援・家族
支援・地域支援」までも含むと考えられている。
かかりつけ医、「診断」する専門医、それぞれが、地域療育支援システムの中で担う役割がある。
乳幼児期・学童期だけでなく、成人した後の就労支援、生活支援につなげていくことが重要である。

ひとりひとりの特性を大切にして、その児自身を認め、多様性を大切にする。それが、「ふくいっ子、みん
なちがってみんないい」応援プロジェクトである。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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ୠ療（੍ର） 
シ५ॸム(2) 
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《参考資料》	「こどものこころの診療医養成研修」の時の参加医師のアンケートに、「発達障害については、
理解した。では、かかりつけ医として、実際に、何をすればいいのか？」という内容の質問が
多く寄せられた。その質問に答える形で、参加の医師に配布した資料である。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

લਆ内⎛における 

発達障害児支援のりੌा 

内⎛ড়福祉保健年সୖ 

内⎛保健७ンॱー 

中੩ 子 

 ع就学までのෆฐ支援体制づくりع

平成 17年に発達障害支援法が施行され、市町は母子保健法における健康診査で発達障害の早期発見、早期
支援に努めることが明記された。
内灘町では、母子保健法に基づく乳幼児健診による心身障害や疾病の早期発見に努めてきた。平成 18年度
からは健診の事後体制として「幼児発達相談」「ことばの教室」を開始し支援体制を強化した。また、町内
保育所、幼稚園と連携し「気になる子」の情報共有を図り、3歳児健診以降に発達障害が疑われる子どもの
把握に努めた。
しかし、このシステムでは「気になる子」の把握はできるが、保護者への意識づけや就学後も支援を継続す
るには限界があり、保健・福祉・教育が一体となった支援システムを検討する必要性を感じた。そこで、平
成 19年度に「内灘町児童健診検討会」を発足し、平成 20年度から就学前の健診として「5歳児健診」を
開始した。
本稿では、5歳児健診の実際と、5歳児健診を契機に事後体制を整備し、乳幼児期から就学までの包括的な
支援体制を構築したこと、さらに、早期スクリーニングのための乳幼児健診（1歳 6カ月健診）の見直しに
ついて報告する。
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●	5 歳児健診導入の背景

5 歳児健診の実施には、以下のような背景がある。
・	 発達障害支援法が施行され、積極的に発達障害の早期発見、早期支援について取り組む必要性を感じたこ
と

•	 平成 18 年度より、学校教育課で「特別支援教育推進地域連絡会」が開催され、学校は発達障害児に対す
る受け入れ体制整備のため、就学前に乳幼児期の情報提供を望んでいること

・	 現行の母子保健体制では発達障害児保護者への支援が不十分で、就学後に適応困難事例があること
・	 保育所、幼稚園が 5歳児健診実施に協力的であったこと
・	 町の施策の中で、金沢医科大学病院との協定があり、専門スタッフの確保が可能であったこと

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 5ୃు೨൧ਪ 

 ع௫खऎ心खथ৾をಶえるع

内⎛の親子が、௫しく安心して就学期をಶえるをめる
ీ機となる。 

1. 保護者が児のਛশをનੳする。 

2. 保護者の育児不安を解する。 

3. 就学に向けて੦本的生活ಆຯを見ઉす。 

4. 発達障害の2次障害（不ః校、ਬきこもり）を防एため、発達
障害のଫ期発見、ଫ期療育をষい、ిજな就学支援につなए。 

5. 健診をৢして、保育所、幼ညୱ、学校、関係機関との連携を
り、幼児期から学童までのฮした支援体制をତえる。 

1 
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●	5 歳児健診の実際

5 歳児健診の対象は町在住のすべての 5歳児で、会場は保健センターである。
保育所、幼稚園単位で 1回の健診で 20人を目安に、年間 16回実施している。実施内容と担当スタッフは
上図のとおりである。

●	問診、診察

問診、診察は「軽度発達障害児の発見と対応システムおよびそのマニュアル開発に関する研究」班の 5歳児
健診フォームを導入した。児の行動観察を目的に「集団遊び」、保護者が就学前の生活習慣を見直し準備を
するため「学校教育ミニ講座」、就学前の不安や悩みを相談するための「学校教育相談」を取り入れている。

εϥΠυ�
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●	5 歳児健診の受診率

平成 20～ 27年度の 8年間の 5歳児健診の受診率は、平均 96.5%であった。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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●	5 歳児健診の総合判定結果

5 歳児健診の総合判定結果は、「経過観察」、「要医療」、「管理中」で 4割を占めていた。
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5ୃు൧ৰ結果 
⋈়ਖ਼結果（H20-H27ফ২） 

54.8% 

4.1% 

23.8% 

6.7% 10.6% 

౮ଞなし ਏ 経ૌ観 ਏ医療（ງஂ） 管理中 
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●	発達障害出現率

5 歳児健診時、医師の診察で発達障害または疑いがあるとされた発達障害出現率は、9.6%であった。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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5ୃు൧ৰ結果 
⋉૩লਠ૨（H20-H27ফ২） 

54.8% 

12.4% 

23.2% 

9.6% 

なし ମ体面 
ୁ・会性ষ面など 発達障害（ઑ） 
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●	発達障害区分別出現率

5 歳児健診における発達障害区分出現率の内訳は、上図の通りであった。
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5ୃు൧ৰ結果 
⋊૩યীશলਠ૨（H20-H27ফ২） 

ঽ൷スঌクトラムඪ（ઑ） ି意ಳ・多ඪ（ઑ） 
ೄ度精神発達（ઑ） その他 
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24.7% 

15.8% 
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●	経過観察児・新規把握児の割合

発達障害疑いで経過観察となった児は、8年間の平均で 29.5%、5歳児健診で新規把握は 11.8%であった。
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5ୃు൧ৰ結果 
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●	5 歳児健診後の経過観察結果

要観察児を、保育所、幼稚園などで経過観察を行った結果、平成 20 年度から平成 25 年度の 6年間では、
就学前に情報提供が必要な児は全体の 13.7％で、そのうち就学先での支援を要する児は 36.6％であった。
内訳は、通常学級で要支援員 27.2％、特別支援学級 6.1％、特別支援学校 3.3％であった。
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●	5 歳児健診の事後体制

5 歳児健診を契機に「乳幼児期から学童までの一貫した支援体制を整える」を目標に掲げ、5歳児健診を柱
とした、発達障害の把握と事後管理支援体制を整備した。
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●	包括的支援体制

この事業を通して、関係機関が「その子らしく安心して学校生活を送ることができる」という共通目的を持
ちながら、支援メニューを整え、少しずつ包括的支援を行う体制が整ってきた。

●	保育所・幼稚園との連携

5 歳児健診で要観察となった児のフォローは、保健師が保育所や幼稚園を訪問して行い、その中で保育士の
苦労や困難さを認識することになった。保育士は児の問題を感じながらも保護者に現状を伝えることが難し
く、発達障害児のとらえ方、支援のスキルが不十分で対応に困惑している状況があり、保育士側への支援の
必要性を感じた。そこで、児の問題点などについて母親と共有する目的で「ママ支援会議」、関係スタッフ
がそれぞれの役割や支援について検討する「気になる子関係者検討会」、保育所単位の困難事例に対する「保
育士事例検討会」「研修会」を開催し、保育士のスキルアップや、保育士がより支援しやすい体制づくりに
努めた。

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

10 

َਞपऩる子ُを१ポート
घる੍ରওॽগー 

ᗂඣⓎ㐩┦ㄯ
ᗂඣ䛾⢭⚄Ⓨ㐩䛺䛹䛾㞀ᐖ䜢᪩ᮇ䛻Ⓨぢ䛧䚸㐺ษ䛺ᣦᑟ䚸ᨭ

䜢⾜䛖䚹䜎䛯䚸ᚲせ䚸ᑓ㛛ᶵ㛵䜢⤂䛩䜛䚹

ᑠඣ⚄⤒⛉་ᖌ

ゝㄒ⫈ぬኈ䞉⮫ᗋᚰ⌮ኈ

ಖᖌ
䠒䠒ே䠄㻟㻚㻞䠂䠅

䠑ṓඣᚋ┦ㄯ
䠑ṓඣデ➼䛷䚸Ⓨ㐩㞀ᐖ䛺䛹䛾䛔䜢ᣦ䛥䜜䛯ඣ䛾ಖㆤ

⪅䛻ᑐ䛧䛶䚸ᚰ⌮ⓗ┦ㄯཬ䜃䚸ᑵᏛ䛻ྥ䛡䛶䛾┦ㄯ䜢⾜䛖䚹

⮫ᗋᚰ⌮ኈ

ᆅᇦᨭᐊ┦ㄯဨ

ಖᖌ
䠎䠏ே䠄㻝㻚㻝䠂䠅

䝬䝬ᨭ㆟
ඣ䛾ၥ㢟Ⅼ䛺䛹䛻䛴䛔䛶䚸ẕぶ䛸ඹ᭷䛧䛯䛔ሙྜ䚸ಖ⫱ኈ䛺䛹

㛵ಀ䝇䝍䝑䝣䛸ẕぶ䛸୍⥴䛻䚸ᚋ䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䚹

ಖ⫱ኈ䚷䚷ಖᖌ

ᆅᇦᨭᐊ┦ㄯဨ

⒪⫱䝇䝍䝑䝣
䠍䠎䠏ே䠄㻢㻚㻜䠂䠅

䛂Ẽ䛻䛺䜛Ꮚ䛃㛵ಀ⪅
᳨ウ

䛂Ẽ䛻䛺䜛Ꮚ䛃䛻ᑐ䛧䛶䚸㛵ಀ䝇䝍䝑䝣䛷䛭䜜䛮䜜䛾ᙺ䜔ᚋ

䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䚹

ಖ⫱ኈ䚷䚷ಖᖌ

ᆅᇦᨭᐊ┦ㄯဨ

་⒪䞉⒪⫱䝇䝍䝑䝣
䠍䠑䠓ே䠄㻣㻚㻣䠂䠅

ಖ⫱ኈ᳨ウ
ಖ⫱ᡤ༢䛷䚸ᅔ㞴䛻ᑐ䛧䛶᳨ウ䜢㛤ദ䛧䚸⫋ဨ

㛫䛷ሗ䜢ඹ᭷䛧䚸ᑓ㛛⫋䛸ᚋ䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶᳨ウ䛩䜛䚹

ಖ⫱ኈ䚷䚷ಖᖌ

ᆅᇦᨭᐊ

་⒪䞉⒪⫱䝇䝍䝑䝣
䠍䠌ᅇ䠄䠍䠎䠍ே䠅

ಖ⫱ኈ◊ಟ
ಖ⫱ኈ䚸ಖᖌ䛾䝇䜻䝹䜰䝑䝥䛾䛯䜑Ⓨ㐩㞀ᐖ䛻㛵䛩䜛◊ಟ

䜢㛤ദ䚹

ಖ⫱ኈ䚷䚷ಖᖌ

ᆅᇦᨭᐊ䚷Ꮫᰯ㛵ಀ

་⒪䞉⒪⫱䝇䝍䝑䝣
䠐ᅇ䠄㻝㻣㻢ே䠅

ಖ⫱ᡤゼၥ⒪⫱ᣦᑟ
䠄䠤䠎䠒ᖺᗘ䛛䜙㛤ጞ䠅

⒪⫱୰䛾ඣ䛷䚸⒪⫱䝇䝍䝑䝣䛜ಖ⫱ᡤ䜢ゼၥ䛧䚸㞟ᅋ⏕ά䛻䛚

䛡䜛ᨭ䛻䛴䛔䛶ᣦᑟ䚸ຓゝ䜢⾜䛖䚹

⒪⫱䝇䝍䝑䝣

ಖᖌ 䠐ᅇ㻔䠐ே䠅

ᆅᇦᨭᐊᑓ㛛┦ㄯ⏝
ಖ⫱ᡤ䚸ᗂ⛶ᅬ䛻ᅾ⡠䛩䜛Ẽ䛻䛺䜛Ꮚ䛻ᑐ䛧䛶䚸┦ㄯဨ䛜ゼၥ

䛧䚸ලయⓗ䛺ᨭ䛻䛴䛔䛶ᣦᑟ䚸ຓゝ䚹
ᆅᇦᨭᐊᑓ㛛┦ㄯဨ 䠐䠕䠕ே䠄㻞㻠㻚㻠䠂䠅

Ⓨ㐩㞀ᐖᖺ㛗ඣ
ಖㆤ⪅┦ㄯ

Ⓨ㐩㞀ᐖಖㆤ⪅䛿䚸ᑵᏛඛ䜔ᑠᏛᰯ䛾ᑐᛂ䛻䛴䛔䛶ᚰ㓄䜔

Ᏻ䜢ᢪ䛘䛶䛚䜚䚸Ᏻᚰ䛧䛶ᑵᏛ䛾‽ഛ䛜䛷䛝䜛䜘䛖䛻┦ㄯ䜢

ᐇ䚹ᑵᏛ䛾ὶ䜜䜔‽ഛ䚸ᘬ䛝⥅䛞᭩䛺䛹䛻䛴䛔䛶ㅮ⩏ᐇ䚹

ᆅᇦᨭᐊᑓ㛛┦ㄯဨ

Ꮫᰯᩍ⫱ㄢᢸᙜ⪅

ಖᖌ
㻣ᅇ䠄䠒䠎ே䠅

ᴗྡ ┠ⓗ䞉ෆᐜ 䝇䝍䝑䝣
ᐇ≧ἣ

㻔䠪㻩㻞㻜㻠㻢ே䠅



4����

ੴݝಿொʹ͓͚Δൃୡো児ࢧԉの取り組み

●	学校教育課・小学校との連携

学校教育課では、平成 18年度より「特別支援教育推進地域連絡協議会」を開催し、これを契機に、5歳児
健診実施に向け「学校教育ミニ講座」への協力を得ることができるようになった。さらに、発達障害保護者
が「安心して就学を迎える準備」ができるよう「相談会」を実施できるようになった。
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ࡇ࠰ᲬᲬ 12 8 Ūჽ߷ჄᇌƍしかǘཎК支援ఄܖ�　��������������������

ࡇ࠰�Წ 12 8

ࡇ࠰Წ4 11 11 Ū内ထఄܖ教育ᛢਃ࢘ᎍ
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　につƍて

ࡇ࠰�Წ 13 13 Ū保健ࠖ

ࡇ࠰ᲬᲱ 11 8

ᚘ 81 62

　地域支援ܴݦ門相談員

Ĭ講፯「ܖݼの්れ、ܖݼǇでのแͳにつƍて」��

ĭ引き継Ɨ「࣎ܤしてܖݼをᡇƑるために」　　　　　　　　　　　

Įʩ්会　ܖݼに向ƚてपǜでƍることなど　������������������

内　　ܾスタッȕ
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さらに、就学時健診前の情報提供や引き継ぎ書を作成し、就学前小学校への情報提供実施などの協力を得る
ことができるようになった。
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ࡇ࠰ᲬᲫ 300 34
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ᚘ 1815 2��
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ऴإ੩̓ࡇ࠰
�ബ児健ᚮ

対ᝋૠ
ऴإ੩̓ૠ

就学時健診の 
情報提供数 

就学৵学校情報提供数 
（શの教育支援ੑછਛ） 
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●	特別支援学校地域支援室との連携

特別支援学校地域支援室には、保育所、幼稚園、小学校に在籍する気になる子に対して、具体的な支援を一
緒に考える専門相談員が配置されている。専門相談員は健診時の「集団遊びの観察」「学校教育相談」を担
当し、発達障害などの親子に対する事後支援をともに行ってきた。専門相談員は、就学後に教育現場に介入
できることから、「幼児期から児の特徴を把握している理解者」として、就学後の二次障害予防のための支
援に大きな役割を果たしており、就学前に保護者が支援者として認識できるように働きかけた。

●	町福祉課、社会福祉協議会、発達障害支援センターとの連携

平成 27年度、小学校で特別支援を必要としている学童の状況は上の表の通りで、就学前に情報提供をした
児のうち、支援を受けている割合は、全体で 32.6%であった。また、平成 27年度特別支援を受けている児
94人のうち、就学前に情報提供した児は 75人で 8割を占めた。
このことから、就学前に保健師がかかわった児の 3割は、就学後も、何らかの関わりにくさや特徴を持って
おり、その保護者は悩みや不安を抱えていることが推測される。就学後も、保護者から保健師に相談がある
ケースも少なくない。
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Ĭᐯࠁ紹介

ĭǢイスȖȬイク（ǪンリーȯンよりȊンȐーȯン）

Įǰルーȗȯーク（ʻ、ってƍることपǜでƍること）

įऴإʩ੭

Ūჽ߷ཎК支援ఄܖ地域支援ܴ相談員

Ū発達ᨦܹ支援センターȑース

Ū内ထᅈ会福祉協ᜭ会

Ū内ထఄܖ教育ᛢਃ࢘ᎍ

Ū内ထ福祉ᛢਃ࢘ᎍ

Ū保健センター保健ࠖ

Ĭᐯࠁ紹介

ĭǢイスȖȬイク（ȩンǭンǰǲーȠ）

ĮǰルーȗȈーク

įऴإʩ੭

就学前は「ことばの教室」などで母親同士の思いを共有できる場があったが、就学後はないことから、平成
26 年度、「発達障害保護者会」を開催した。福祉課、学校教育課、社会福祉協議会、県発達障害支援セン
ター、特別支援学校地域支援室など関係スタッフを参集し、保護者同士のグループワークを実施した。

●	医療、療育機関との連携

平成 18年度に県保健所が実施していた発達相談が縮小化されたことから、町主体で「幼児発達相談」を開
始した。スタッフとして小児神経科医師、言語聴覚士、臨床心理士に依頼し、専門的に児の発達を評価し、
保護者が児の特徴を理解し、必要時適切な時期に療育につなぐことができるようになった。平成 26年度か
ら、療育を実施している児を対象に、療育スタッフが保育所を訪問し助言を行う「保育所訪問療育指導」を
開始した。
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●	早期スクリーニングのための乳幼児健診の見直し

5 歳児健診結果から発達障害スクリーニング時期は上の表の通りである。5歳児健診前に約 8割の発達障害
を把握している。しかし、そのうち児の特徴に気づいていない母親が 24.2%であった。この結果から、少
なくとも就学前の 5歳児健診でその特徴を伝えることはできるようになったが、5歳前に把握していながら、
早期に保護者に児の特徴を伝えきれていない状況であった。
また、5歳児健診開始以来、医療、福祉、教育関係者など 10 名の委員で構成された「5歳児健診検討会」
を開催している。その中で、5歳児健診により、就学までの事後体制が整備され、保護者が就学前に子ども
の特徴を認識し、小学校へ伝えることができる体制となった。しかし、「早期療育」の観点から、1歳 6カ
月健診から自閉スペクトラム症や注意欠如多動症をスクリーニングできる問診の見直しの必要性が示唆され
た。



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4����

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト M-CHATधमء 

ঽ൷ඪのষチェックজスト 

• 2ୃ後のASD児にあまり見られない会的ষ 
 16ඨ৯؟

• ASD児に્౮的な知ಁに対するખ応やଞ同ষ 
 4ඨ৯؟

• ୁ理解1؟ඨ৯ 

• ઈに関するඨ৯2؟ඨ৯ 

全23ඨ৯ 

16 

●	M-CHATの導入

現状の乳幼児健診では、保護者が児の特徴を理解することは難しい。そこで、保護者が 1歳 6カ月の発達
や、児の特徴を認識できるよう、問診項目の見直しを検討委員会委員とともに行った。その結果、①生活習
慣・発達項目の追加　②早期スクリーニングアセスメントツールとして「M-CHAT」を導入することとなっ
た。

●	M-CHATとは

•	 1 歳台の幼児を対象とするスクリーニング用に開発された自閉症の行動チェックリスト
•	 Baron-cohen（英）らによって考案されたスクリーニング尺度（CHAT）に Robin（米）らが修正を加
え、親記入式にした

•	 乳幼児期自閉症チェックリスト修正版M-CHAT
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èɧᡫᢅ基แᲴᙲႸᲬ�ᲫᲪໜˌɥƋるƍは、Ჭ�ᲬᲭໜˌɥ

●	M-CHAT実施結果

1 歳 6カ月健診におけるM-CHAT実施結果は上の表の通りで、平成 26年度、27年度の不通過率は神尾班
の 3.5%と同様の結果となった。
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M-CHAT 23ඨ৯のਂৢૌ૨ 
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●	M-CHAT	23 項目の不通過率

M-CHATの 23項目の不通過率は、①興味の指さし	②共同注意	③ ASD特異的行動	④要求の指さし	の順
に高かった。
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M-CHATਂৢૌుの੍ର৽ૌ 

ࡇ࠰ᲬᲱࡇ࠰ᲬᲰࡇ࠰ᲬᲯ 計

� � 2 2

3 3 2 8

ᩓᛅ支援 1 0 0 1

ᚧբ
（保育所等）

0 2 1 3

ƋƍうƑ教ܴ 6 2 1 9

ƋƍうƑ教ܴ
幼児発達相談

1 1 0 2

ᩓᛅ支援
幼児発達相談

0 0 1 1

幼児発達相談 0 0 1 1

2 1 0 3

13 9 8 30

ࡇ࠰ᲬᲱࡇ࠰ᲬᲰࡇ࠰ᲬᲯ 計

�（2Ჟ） 1（��4Ჟ） Ძ（���Ჟ） �（��8Ჟ）

ᙲᚇݑ

ᐯスȚクȈȩȠၐ

ʻࢸϐᚮ受ᚮʖܭ

ᙲ医療（紹介ཞ）

合ᚘ

Წബϐᚮኽௐ

ီࠝなし

●	M-CHAT	不通過児の支援経過

M-CHAT不通過児 30人は、ことばの教室、幼児発達相談、保育所訪問などでフォローし、幼児発達相談
や医療機関紹介で自閉スペクトラム症と診断された児は 5人（0.8%）で、神尾班の 1.6% より低かった。
この 5人は、保護者が児の特徴を早期に認識し早期療育につなげることができた。
1歳 6カ月の問診項目を見直し、M-CHATを導入したことで、次のような効果が得られた。
・	 1 歳 6カ月の社会性の発達について保護者に伝えることができるようになった。
・	 保護者自身が早期に児の特徴に気づく機会となった。
・	 M-CHATのシートを使用することで、スタッフと保護者の間で課題が共有しやすくなり、事後フォロー
につなげやすくなった。

・	 スタッフの経験値に左右されることなく、共通した基準で評価できるようになった。
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●	おわりに

内灘町では平成 20年度から 5歳児健診を開始し、事後体制整備の過程で、保健・医療・福祉の連携、さら
に教育へとつながりが強化され、包括的な支援体制を構築することができた。また、支援体制を整えた上で、
早期療育を目的に、乳幼児健診における発達障害の早期スクリーニングの見直しを行い、適切な時期に無理
なく保護者に「気づき」を促す体制づくりができた。
少なくとも就学前に保護者が児の特徴に気づき理解し、その特徴を小学校につなぎ、小学校はそれを受け入
れて準備し、その子を理解してくれる大人がいる場所で学校生活を送る。また、保護者が就学後も相談でき
る専門家につながり継続して支援を受けることができる。ここまでが発達障害においての母子保健の役割で
はないかと考えている。
今後の課題として、発達障害児保護者が子どもの特性に合わせた対応を身に付けたり、就学後に療育を終了
した児童のスキルアップトレーニングの導入など、福祉、教育関係者と連携しながら今後の支援メニューを
検討していきたい。また、現在は、就学後の相談窓口が不明確で、発達障害保護者がスムーズに問題解決で
きない状況であり、発達障害相談窓口の一元化など、乳幼児期、学童期、成人期とライフサイクルに沿った
継続性のある支援体制づくりを考えていきたい。
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札幌市での児童思春期精神科医療の地域医療向上への取り組み

さっぽろ子どもの心の診療ネットワーク事業は、「さっぽろ子どものこころの連携チーム事業」と「さっぽ
ろ子どものこころのコンシェルジュ事業」の実施により、児童精神科医療を中心とした関係支援機関のネッ
トワークを構築・運用し、札幌市全体の心の悩みを抱える子どもや発達障がいのある子どもへの支援体制の
向上を目指す事業である。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

1 

औढ़ौ子どもの心の൧療 
ॿॵトডーॡহのহਏ 

 َऔढ़ौ子どもの心の൧療ॿॵトডーॡহُमؚਰৣの2णのহのৰपेॉؚుญಖઋఐ医療をর心
धखञঢ়બਃঢ়のॿॵトডーॡをଡണ؞ઈ৷खؚ札幌市৸৬पउःथؚ心のฎाを್える子どもृऋः
のँる子どもषの੍ର৬のを৯घহदघ؛（ਛ27ফ10া19হ৫） 

औढ़ौ 
子どものऒऒौの৴ॳームহ 

ਨਲপ৾প৾医৾ଢ଼ఐ（ుญઓஐಖઋ医৾ౠ）ध 
札幌市ऋુदষःऽघ؛ 

 
 
 
 
 
 
 

• 関係機関の代者からなる連携チームをଡਛし、
連൪会৮を開催します。 

• ネットワークをଡਛする関係機関を対象とした研
修会等を実します。 

• ネットワークをଡਛする関係機関に医学的見地か
らの助等をষいます。 

• క記コンシェルジュ事業をฐし、コンシェル
ジュ実機関の支援をষいます。 

औढ़ौ 
子どものऒऒौの॥ンシख़ঝジগহ 

市5ढ़ਚの医療ਃঢ়ऋ札幌市ऊैのಉपेॉষःऽघ؛ 
（利用はあくまでも任意であり、本事業を経しない医療機関の受診
やງஂ等を࿉げるものではありません。） 

 
 
 
 
 
 
 

• ネットワークをଡਛする関係機関や市ড়からのൂに
より、関係機関や本人のൌ望も考慮しながら、よりి
જな児童精神科医療をඞう医療機関をご案内します。 

• 児童精神科をඞう医療機関からのൂにより、ಹの
৵児科や精神科の医療機関や教育・福祉等、よりిજ
な支援機関をご案内します。 
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হのॖওージ 

1ઃਃચ 

教育機関 
各学校、幼ညୱ、教育৩会等 
 

療育・福祉機関 
児童相談所、児童福祉ਝ等 
 

ಟ子保健機関 
各保健७ンॱー 
 

医療機関（ಹ） 
ಹの৵児科、精神科等 
 

児童精神科医療をඞう医療機関 

2ઃਃચ 
 
 
 
 
 
 
 
3ઃਃચ 

子どもの心をඞう医療機関 

発達障がいをඞう医療機関 

ၭ୫障がいをඞう医療機関 

入受け入れが可ચな医療機関 

ણ৷फ़ॖॻঈॵॡ 
をଦഘ 

औढ़ौ子どものऒऒौの৴ॳームহ 
ਃચの৻者पेる৴ॳームをଡਛ؛৸৬ভ৮ؚ 
য౫ਛؚཟؚਃચषの医੍৾ରಉをষःऽघ؛ 

現状での児童精神医療機ચの問点等 
⋇ ્定の医療機関に患者がૐ中し、新規

患者の受診待機が1年をதえる医療機
関もある。 

⋈ 複予৺、ॽー६に合わない予৺も 
ങ見される。 

⋉ ௧療機関での定の療ીവ後
も、患者がしている状況もങ見さ
れる。 

औढ़ौ子どものऒऒौの 
॥ンシख़ঝジগহ（5か所） 

ਨਲこども心療内科ੇ医 

子ども心ମ医療७ンॱー 

ᇅ会୰ 

ᧅの会こどもクজॽック 

子ども心ମ医療७ンॱー 

ときわ୰ 

各学校、幼ညୱ、教育৩会等

児童相談所、児童福祉ਝ等

॥ンシख़ঝジগহ॥ンシख़ঝジগহ॥ンシख़ঝジগহ॥ンシख़ঝジগহ॥ンシख़ঝジগহ॥ンシख़ঝジগহ॥ンシख़ঝジগহ
児童精神医療が 
ਏな子ども 
（居ક地により 

コンシェルジュ実 
機関をஷりীけ） 

 

心
の
ฎ
ा
を
್
え
る
子
ど
も
؞



ऋ
ः
ऋ
ઑ
ॎ
ो
る
子
ど
も
 

ిજな次 
機ચのਝ 
等を案内 

（コンシェルジュ） 

3
入受け入れが可ચな医療機関

児童精神医療 
対応後に次 
機ચでの支援 
がਏな 
子ども 

ిજな医療 
機関を案内 

（コンシェルジュ） 

まず、実施イメージにより、「さっぽろ子どもの心の診療ネットワーク事業」の全体像を説明する。
ここでは、教育機関、福祉機関、母子保健機関、一般の医療機関を 1次機能、児童精神科医療を扱う医療機
関を 2次機能、3次機能と位置づけている。
これまで、1次機能から 2次機能や 3次機能へのつなぎは、患者が自分で調べたり、支援機関で一覧表を渡
したり、あるいは関係支援機関同士の個人的なつながり等によっていた。そのような中、児童精神科を扱う
医療機関では、特定の医療機関に患者が集中したり、重複予約等も散見される状況となっている。
そこで、中心の網掛けにある市内 5ヵ所の「さっぽろ子どものこころのコンシェルジュ事業」実施事業所を
介し、適切な支援機関を案内することとした。これにより、利用する市民にとっても、より早くより適切な
支援機関の利用に繋がるほか、案内を行うことでそれぞれの関係支援機関の間での連携体制も構築されてい
くものと考えている。
また、札幌市と北大が共同研究という形で行う「さっぽろ子どものこころの連携チーム事業」では、各機能
の代表者により連携チームを構成し、全体会議の開催、人材育成のための研修、各機能への医学的支援を行
うこととしている。
以上がこの事業の全体の概要であるが、この事業では、1次機能を担う関係支援機関に「活用ガイドブック」
を配布し、この活用ガイドブックの内容に基づいて関係支援機関が必要に応じてコンシェルジュ事業を活用
することを想定している。

εϥΠυ�
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ણ৷फ़ॖॻঈॵॡपणःथ 

5,000ਛ ৺3,000配ഘੋा 

配હ先 
⋇ 活用意向をંしていただいた 

140か所の医療、福祉機関等 
⋈ 札幌市内の৵学校、中学校 
⋉ 配ഘൌ望のあった保育所、幼ညୱ、

எয়中学、高校等 

A4の冊子「活用ガイドブック」の内容について説明する。
まず 1ページに、本ガイドブックの活用方法を全体構成とともにまとめている。2～ 3ページには、子ども
のこころの診療について関係支援機関に理解いただくことが重要と考え、児童精神科医療の概要等を関係支
援機関の皆様にも理解いただけるような形でまとめている。4～ 5ページには、先述の「さっぽろ子どもの
心の診療ネットワーク事業」の概要をまとめている。6ページからは「さっぽろ子どものこころのコンシェ
ルジュ事業」について記載している。最初の 6～ 7ページは対象となる子どもの状態像についての説明で
ある。
8～ 9ページは、コンシェルジュ事業を行う医療機関の紹介ページである。札幌市は 10 区あり、中央区、
手稲区に居住する子どもは北海道こども心療内科氏家医院、北区、東区に居住する子どもは五稜会病院、白
石区・厚別区に居住する子どもは楡の会こどもクリニック、豊平区、清田区に居住する子どもは子ども心身
医療センター、南区、西区に居住する子どもはときわ病院を原則として利用していただくこととしている。
市民等からの直接利用も可能だが、関係支援機関の連携体制の構築等も事業の目的としていることから、極
力、関係支援機関を経由して活用いただきたいと考えている。
つぎに 10ページのコンシェルジュ事業の利用方法であるが、利用するコンシェルジュ機関を選択したうえ
で、別に配布した「さっぽろ子どものこころのコンシェルジュ事業利用申請書」を作成し、事前にコンシェ
ルジュ機関に連絡してから送付していただくこととしている。その後、申請内容に基づき、コンシェルジュ
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事業実施機関が対応可能な医療機関等をリストアップし案内する。なお、医療機関等により予約の方法等が
異なることから、最終的な予約はコンシェルジュ実施機関が行うのではなく、保護者や関係支援機関の担当
者にお願いすることにしている。
11ページには、コンシェルジュ先の子どものこころを扱う医療機関の紹介、12～ 13 ページには、参加・
活用を表明した（掲載許可のあった）121 か所の関係支援機関の名称を区別に記載している。
以上が、活用ガイドブックによる「コンシェルジュ事業」の利用方法等である。

A4一枚のカラー印刷のパンフレットも配布しているが、こちらは、関係支援機関が対象となる方への説明
の際に使用したり、対象者が多く訪れることが想定される保健センターや児童相談所での配架用に作成した
ものである。

なお、活用ガイドブックの配布先等だが、関係支援機関に、この事業の活用意向について事前調査を行い、
活用意向を示していただいた 140 か所の医療・福祉機関等に配布を行っているほか、市内の各小・中学校
にも送付している。保育園や幼稚園、高校に対しては、さきほどのA4の説明資料により事業内容の周知を
行い、送付の希望があれば送付している。
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ਛ25年10া 札幌市精神保健福祉ଟ৮会からの௦ண 

4 

হ৫ऽदのউট७५ 
（ঢ়બਃঢ়ಉषのఢੴ্১ಉ） 

次に、このさっぽろ子どもの心の診療ネットワーク事業の開始までのプロセスを説明する。
札幌市児童心療センター（旧静療院児童部）の問題もあり、札幌市は平成 25年 3月に札幌市精神保健福祉
審議会に児童精神科医療のあり方を諮問し、平成 25年 10月にその答申があった。
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(1) 札幌市ಖઋ৳ૣක 
ଟ৮ভऊैの௦ணのઍ 

【੦本方ଉ】 
児童心療७ンॱーの機的状況から່Ⴋした、さまकまなୖや問点を解ৠ
しながら、札幌市らしい、新しい児童精神科医療体制のঔॹルのଡണを৯す。 
 
⋇ネットワークのଡണ 

全ব的にाても充実した児童精神科医療ৱ౺を生かしながら、さらに充実、ਘ৲するため、児童精神科医療機関
同士のネットワークをଡണし、さらには教育機関や福祉機関もஅめたネットワークをଡണし、連携体制や૽સী
担を明ન৲し、子どもの状況などにあった१ーঅスの提供体制をଡണする。 

⋈医師ുਛ体制のତ（ఞဟ講ౠ） 
札幌市の充実した児童精神科医療ৱ౺やこのネットワーク体制等をশきにわたり持するためには、児童精神科
医のുਛがであることから、システム৲された医師ുਛ体制をਝける。 

⋉高度な児童精神科医療体制のତ 
市য়札幌୰内に児童心療७ンॱーをଁ合することにより、他科とのഡ接な連携がയਤされ、精度の高い診と
質の高い医療を提供することが可ચとなるだけでなく安定した医療提供体制となる。現の୰༠は現地において
福祉ਝ৲し、医療機ચは市য়札幌୰本にଁ合する。 

⋊発達障がいへの対応ਘ৲ 
現の児童心療७ンॱーの場所にତ中である札幌市障がい児（者）医療・福祉複合ਝには、発達障がいの્
性に配慮された୭を生かし児童精神科ਗ来をਝ઼し、福祉ਝの利用者や、主に発達障がいの௧診療をਏ
とする方の対応をষう。 

答申の基本方針としては、「児童心療センターの危機的状況から露呈した、さまざまな課題や問題点を解決
しながら、札幌市らしい、新しい児童精神科医療体制のモデルの構築を目指す。」という方針が示され、大
きく 4つの項目が答申された。
まず「①	ネットワークの構築」は、児童精神科医療機関同士、さらには教育機関や福祉機関も含めたネッ
トワークを構築し、子どもの状況などにあったサービスの提供体制を構築すべきという内容である。この項
目が今回のネットワーク事業の構築に繋がった。
次に「②	医師養成体制の整備」は、寄附講座を設けて、システム化された医師養成体制を設けるべきとい
う内容である。札幌市は、この項目を受けて北大に寄附を行い、私が招聘されて平成 26年 4月に児童思春
期精神医学講座が立ち上げられた。
「③	高度な児童精神科医療体制の整備」は、児童精神科の医療機能を市立札幌病院に統合し、平岸の病棟は
現地において福祉施設化すべきという内容である。こちらは、現在 3床ではあるが、市立病院内に児童専用
の病床の整備が進められていると札幌市から伺っている。
最後に「④発達障がいへの対応強化」は、児童心療センターで整備を進めていた複合施設においても、児童
精神科外来を設置し、現地の福祉施設の利用者や発達障がいの専門治療を行うべきという内容である。こち
らは昨年 4月に、③の病棟の福祉施設化と併せ、児童精神科外来を持つ複合センター「子ども発達支援総合
センタ－」として開設している。
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この答申内容のネットワーク部分を具体化するものとして、平成 26年 5月に札幌市児童精神科医療連携体
制構築検討会議が立ち上げられた。
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こちらが、その検討委員のメンバーである。
札幌市医師会を経由し、市内で児童精神科医療や小児科医療等を行っている医師 6名と、札幌市が専任した
北海道大学および札幌医科大学の医師 3名、教育、福祉の関係者 5名、その他児童相談所など札幌市の関
係行政機関の方 4名の計 18名で、平成 26年 3月まで約 1年間にわたり検討を行った。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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(2) ਫ਼ୈ৩ওンংー 

ય    ী ਚര؞  

札幌市医師会 
໗৩ 

ਨਲこども心療内科ੇ医 শ ੇ ૱ 
札幌市医師会理事 
札幌୬ি୰ 会শ ୬ি ೢୗ 

ਨਲ精神神経科診療所ੈ会 会শ 
ਆ੨メンॱルクজॽック শ ਆ੨ ഺ 

札幌市医師会理事 
すえおかこどもクজॽック শ 末ળ ඥધ 

ときわ୰ ை  
札幌市精神科医会 ୌ事 
ᇅ会୰ 理事শ 中ਣ ਁ 

札幌市 
৭任৩ 

医学関係 
学経験者 

ਨਲ大学大学医学研科 ્任教౸ ≥ઢ ཬ 
札幌医科大学৵児科 見 よしಾ 
ਨਲ大学大学保健科学研 教౸ ᖞি 健ਕ 

教育、福祉機関 
関係੮体等 

本発達障害ネットワークਨਲ 代 上ি ঐজ子 
ঀঅロ学ୱ ୱশ ೫ઢ  
ਨਲ教育大学大学教育学研科 ၳ教౸ ৵野 ੦ఴ 
きらめきの ਝশ 加ઢ ১子 
）札幌市ুをつなए育ਛ会 ౢ会শ ໜ ஞ子 

札幌市 
関係機関 

札幌市ಟ子保健・ຓ科保健担ਊশ ட੩ ෬ 
札幌市児童心療७ンॱー 所শ ཨি ၔ࿎ 
札幌市精神保健福祉७ンॱー 所শ ണਣ 健 
札幌市児童相談所担ਊশ ઢি  

รูറ、各યীごとેఠದ 
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次に、検討内容が概ね固まった平成 27年 1月に、札幌市内の小児科、精神科等を標榜する医療機関すべて
（376 か所）、関係福祉機関等（88か所）にアンケート調査を実施した。
内容としては、医療機関に対しては、児童精神科医療の実施状況、福祉機関等には、児童精神科医療を扱う
医療機関との現在の関係等を伺った。また、さっぽろ子どもの心の診療ネットワーク事業検討案を示したう
えで、参加・活用の可否および参加・活用形態、意見聴取等を行った。
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  さっ़ौ子どもの心の診療ネットワーク事業の具体ਫ਼ୈ開 
ਛ27年1া  札幌市内の৵児科、精神科等をఏする医療機関すसて 
  （376か所） 
  関係福祉機関等（88か所）にアンॣート৹ਪを実 
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アンॣートの内ઍ 
• 児童精神科医療の実状況（医療機関のा） 
• 児童精神科医療をඞう医療機関との現の関係等（福祉機関等） 
• さっ़ौ子どもの心の診療ネットワーク事業ਫ਼ୈ案をંした上で、参加・
活用の可౯およल参加・活用ଙ、意見ല等 
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検討段階での参加・活用意向のアンケートの結果、全体では 121 医療機関と 59福祉機関等が参加・活用を
表明した。具体的にどの部分で活用希望があったかだが、児童精神科医療の案内機能については 83医療機
関、47福祉機関等が活用意向を表明し、児童精神を扱う 42医療機関がこの仕組みを利用しての受入意向を
表明した。また、児童精神を扱う 43医療機関が第 1次機能等への案内機能の活用意向を表明し、一次機能
を担う 58医療機関と 28福祉機関等の関係機関が、この仕組みを活用した受入意向を表明した。

εϥΠυ�

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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(3) হアンケートの結果 
さっぽろ　子どものこころのコンシェルジュ事業のイメージ（案）

児童精神科医療分野を
扱う医療機関

（協力医療機関）市内のみ

子どものための相談・支援機関
（第1次機能）近郊も含む（2次医療圏）

各区保健センター

児童相談所

教育委員会

教育センター

幼児教育センター

相談支援事業所

その他関係機関

精神科病院

総合病院
（精神科・小児科）

精神科クリニック

小児科クリニック

児童福祉施設

児童発達支援事業所
児童発達支援センター

小児科医療機関

精神科医療機関

児童精神科医療分野は、保健・福祉・教育等と密接な連携が求められる。

市内の民間等の児童精神科医療分野を扱う医療機関の「地域支援・地域連携」部門の

業務を、「コンシェルジュ事業」に集約して行うイメージ。

コンシェルジュ事業は、ケースに対する継続した支援を行うものではなく、相談・支援機関からの依

頼に基づく医療機関への紹介、医療機関からの依頼に基づく相談・支援機関の紹介により、そのケース

への支援を引き継ぐイメージ。

福祉施設等の場合は、相談支援事業所

等につなぐイメージ

83医療機関

47福祉機関等

活用意向を表明

42医療機関

受入意向を表明

43医療機関

活用意向を表明

58医療機関

28福祉機関等

受入意向を表明

研修会、講演会等の参加活用意向

96医療機関

59福祉機関等
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アンケートの結果、一定程度の参加・活用意向があることが判明したため、平成 27年 3月、札幌市児童精
神科医療連携体制構築検討会議において、子どもの心の診療ネットワーク事業を行うべきとの報告がなされ
た。平成 27年 7月には札幌市の補正予算が議決され、その後、関係機関に正式な参加・活用意向を照会し
た。
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これがその際に使用した意向調査票である。
一番上に①として、研修会等への参加についてのチェック欄を設け、なるべく多くの方々の参加を促した。
次に②として、案内機能の活用意向を伺った。ここにチェックをしていただいた関係機関は、コンシェル
ジュ事業を行う実施機関に備え付けてある実施マニュアルに掲載した。
次に③として、パンフレット等への名称記載の希望の有無を伺った。先述のとおり、ここにチェックをして
いただいた医療機関は、活用ガイドブックの最後のページに掲載させていただいた。
次に④として、児童精神科医療の実施医療機関としての登録希望の有無を伺った。ここにチェックをしてい
ただいた医療機関には登録台帳の作成を依頼し、さらにガイドブック 11ページに医療機関名を掲載した。
最後に⑤であるが、こちらは、コンシェルジュ事業の公募への応募希望の有無を伺い、チェックをしていた
だいた医療機関に募集要項等を送付させていただいた。実際に応募があった医療機関については、選考を経
て、コンシェルジュ事業を実施していただいているところである。

スライド 11

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

11 

(4) 参加・活用意向調査票 

コンシェルジュ事業実施マニュアルに掲載 

活用ガイドブック P12～13に掲載 

登録台帳を作成 
（コンシェルジュ事業実施機関に配備）  
ガイドブックP11に掲載 

選考を経てコンシェルジュ事業を実施 
ガイドブックP8～9に掲載 
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こちらが、児童精神科医療を扱う医療機関の登録台帳の様式である。
左側に診療内容等が羅列されており、年齢ごとに、診療が可能な内容についてチェックしていただく様式に
なっている。
裏面には、発達障がい等の内容を記載していただいている。

コンシェルジュ事業実施機関は、この情報と併せて、月に 1回更新される待機期間情報を備えている。これ
らの情報を基に、子どもの病態や年齢等に対応可能な、待機機関が短い医療機関を案内することとしている。

スライド 12

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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(5) 登録台帳等 

登録台帳 様式 

裏面には発達障がい等の内容記載 

対応可能な診療内容、年齢期を
「登録診療内容」として、医療
機関ごとに登録 

待機期間情報（月1回更新） 

この情報を基に、子どもの病態
や年齢等に対応が可能であり、
待機機関が短い医療機関の案内
を行う。 

コンシェルジュ事業実施機関が持つ情報 
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このようなプロセスを経て、平成 27年 10 月に事業スタートに至ったが、大きなトラブルもなく実施され
ているとの報告がなされている。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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⋇ ネットワークや連携体制のଡണ・ઈ用をষう場合、的な
事業のाでは、事業そのものが「あいまい」なものにીわっ
てしまい、具体性が૮くなるതれがある。 
具体的にネットワークをເଞ的に機ચさせるためには、具体
的にネットワークをઉ接ઈ用する事業がਏである。 

⋈ 札幌市内の児童精神科医療を中心とした各機ચの全体൸をཔ
しつつ、ङしも明ન৲されていない児童精神科医療が担
うसき૽સ、福祉機関や教育機関が担うसき૽સのତ理、周
知が可ચとなる。 

⋉ 札幌市における患者の全体൸やॽー६のཔも可ચとなり、
今後のੁয়案に生かすことが可ચとなる。 

14 

মহৰのওজॵトಉ 
(1) 
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最後に、本事業実施のメリット等を 5点に整理した。
まず 1点目だが、ネットワークや連携体制の構築・運用を行う場合、概念的な事業のみでは、事業そのもの
が「あいまい」なものに終わってしまい、具体性が無くなる恐れがある。ネットワークを恒常的に機能させ
るためには、ネットワークを直接運用する具体的な事業が必要であると考えている。
次に 2点目として、札幌市内の児童精神科医療を中心とした各機能の全体像を把握しつつ、必ずしも明確化
されていない児童精神科医療が担うべき役割、福祉機関や教育機関が担うべき役割の整理・周知が可能とな
ると考えている。
3点目として、札幌市における患者の全体像やニーズの把握が可能となり、今後の施策立案に生かすことが
可能となると考えている。
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
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⋊ 札幌市内の患者ડのॽー६、医療機関等の状況をཔし、৹
ତをষうことで、新規患者の受診待機期間のಢ縮や入療
がਏなॣースへの対応を円滑にষうことが可ચとなる。 

⋋ ਨਲは広大であり、ਨਲ全域を対象にネットワークをଡ
ണすることは、大な困難をൣうと考える。 
まङは、札幌市においてネットワークをଡണしつつ、ల来的
には、そのネットワークと、ਨਲ各市の医療機関等と
んでいくことも想定されると考えている。   
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মহৰのওজॵトಉ 
(2) 
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4 点目として、これがこの事業の直接的な効果となるが、札幌市内の患者側のニーズ、医療機関等の状況を
把握し、調整を行うことで、新規患者の受診待機期間の短縮や入院治療が必要なケースへの対応を円滑に行
うことが可能となると考えている。
最後に 5点目だが、国庫補助事業である「子どもの心の診療ネットワーク事業」は都道府県が補助対象であ
るため、政令市である札幌市は残念ながら今のところ補助を受けることができず、市の単独事業として実施
している。都道府県単位での実施を考えた場合、北海道は広大であり、北海道全域を対象にネットワークを
構築することは、大変な困難を伴うと考えている。まずは、札幌市においてネットワークを構築しつつ、将
来的には、そのネットワークと北海道各都市の医療機関等とを結んでいくことも想定されると考えている。
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研修テキスト 

参考 
• ূਨ6面合ੑ63,856.97⋻ٛਨਲ面83,457.48⋻ 
（বଅ地理ۅڽより） 

• ਨਲ人ઠ 5,437,988人（2014.9.30 ક੦人ઠ） 
• 札幌医療（2次）人ઠ 2,356,575人（2014.9.30 ક੦人ઠ） 
全સ合 43.3٫ 

• 札幌市人ઠ 1,934,917人（2014.10.1 ੑ人ઠ） 
全સ合 35.6٫ 

• ଗ人ઠ（全ব15ਜ਼） 2,327,993人 
（札幌医療のૻຎਿ） 

• ળ人ઠ（全ব21ਜ਼） 1,924,556人 
（札幌市のाのૻຎਿ） 
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মহৰのওজॵトಉ 
(3) 

εϥΠυ��

参考までに北海道の特殊性を示すデータを整理してみた。
まず、御存じとは思うが、北海道の面積は、東北 6県を足した面積より大きい。ちなみに、函館市から根室
市に行く場合は 647 キロあり、これは、東京から岡山県までの移動に匹敵する。
また、札幌市の近隣市町村を含めた 2次医療圏の人口は約 235 万人である。これは全道の人口の 4割以上
となり、全国 15位の宮城県の人口よりも多い。札幌市単独で見ても、人口は約 193 万人である。これは全
道人口の 35％を占め、全国 21位の岡山県人口を超えている。

以上、北海道および札幌市の地理的特殊性等を考慮していただき、我々としては、ぜひモデル的に、国庫補
助を受けながら、子どもの心の診療ネットワーク事業の全国展開も含めた事業の充実化を目指してまいりた
いと考えている。



4.　好事例（自治体の取り組み等）紹介 4����

εϥΠυ��

εϥΠυ��

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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औढ़ौ子どものऒऒौの 
॥ンシख़ঝジগহ ਏ 

 َऔढ़ौ子どもの心の൧療ॿॵトডーॡহُमؚਰৣの2णのহのৰपेॉؚుญಖઋఐ医療をর心
धखञঢ়બਃঢ়のॿॵトডーॡをଡണ؞ઈ৷खؚ札幌市৸৬पउःथؚ心のฎाを್える子どもृऋः
のँる子どもषの੍ର৬のを৯घহदघ؛（ਛ27ফ10া19হ৫） 

औढ़ौ 
子どものऒऒौの৴ॳームহ 

ਨਲপ৾প৾医৾ଢ଼ఐ（ుญઓஐಖઋ医৾ౠ）ध 
札幌市ऋુदষःऽघ؛ 

 
 
 
 
 
 
 

• 関係機関の代者からなる連携チームをଡਛし、
連൪会৮を開催します。 

• ネットワークをଡਛする関係機関を対象とした研
修会等を実します。 

• ネットワークをଡਛする関係機関に医学的見地か
らの助等をষいます。 

• క記コンシェルジュ事業をฐし、コンシェル
ジュ実機関の支援をষいます。 

औढ़ौ 
子どものऒऒौの॥ンシख़ঝジগহ 

市5ढ़ਚの医療ਃঢ়ऋ札幌市ऊैのಉपेॉষःऽघ؛ 
（利用はあくまでも任意であり、本事業を経しない医療機関の受診
やງஂ等を࿉げるものではありません。） 

 
 
 
 
 
 
 

• ネットワークをଡਛする関係機関や市ড়からのൂに
より、関係機関や本人のൌ望も考慮しながら、よりి
જな児童精神科医療をඞう医療機関をご案内します。 

• 児童精神科をඞう医療機関からのൂにより、ಹの
৵児科や精神科の医療機関や教育・福祉等、よりిજ
な支援機関をご案内します。 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ਏਙ 

• জ५ॡ 

• ಸਙ 

• ಏ෫ऩਖ਼ 

• トজアージमؚෆฐऩ医療のदँる 

• トজアージ機ચとは、支援をਏとしている人をిજな१
ポートにलહけることである。ిજなトজアージは、ଫ期
療にलહき、ిજな医療にलહくことになる。 

18 

トজアージपঢ়ॎるਏ 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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औढ़ौ子どものऒऒौの 
॥ンシख़ঝジগহ ৰౚ(1) 

幼児 

৵学生 
（低学年） 

৵学生 
（高学年） 

中学生 

高校生 

相談者の年齢ಽ 

৵学生がীく。 
次いで、中学生が多い。 

28% 

23% 

31% 

6% 
12% 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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औढ़ौ子どものऒऒौの 
॥ンシख़ঝジগহ ৰౚ(2) 

保護者からの 
ઉ接相談が6સங度 
保護者からの
ઉ接相談が

保護者 
学校等 

医療機関 

福祉ਝ等 

相談者の内 

65% 
20% 

8% 
7% 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

21 

औढ़ौ子どものऒऒौの 
॥ンシख़ঝジগহ ৰౚ(3) 

少しङつ制度の周知がਤा、利用者数がੜえている 

0

10

20

30

40

50

60

॥ンシख़ঝジগ੯ਯ 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

ଐऎऩढञऒध 

ఒऋਏऩऒध 

 
• 今までどこに相談してよいかীからなかったので、利になった 
• 他機関とのᇽがりができた 
• 待機期間がಢ縮された 

 
• さらなる制度の周知・広報がਏ 
• 案内先（コンシェルジュ先）が少ない 
• 関係機関からの相談が少ない 
（保護者からのઉ接相談が多い） 

 
医療・福祉・教育機関との意見ઐఌ会（ਛ28 年10া）、 
子どもの心の医療を考えるシンポジウム（ਛ29 年3া）より 

22 

औढ़ौ子どものऒऒौの 
॥ンシख़ঝジগহ 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

• ষ・医療・地域の機関の連携のਘ৲ 
– ୖのลい上げと問解ৠへのဌசなষ৲ 

• 意見ઐఌの定期的な機会の提供 ܒ�連携事業へのフॕードংック 
– ほऻাに1回のーテॕング 
– 市内での会合へのメンংーのୣാ 

 

• 医療機関内の連携ਘ৲ 
– 精神科内の連携ਘ৲ 
– ৵児科医へとの連携 
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॥ンシख़ঝジख़হप 
ेढथॎढञऒध 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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औढ़ौ子どものऒऒौの 
৴ॳームহ ਏ 

 َऔढ़ौ子どもの心の൧療ॿॵトডーॡহُमؚਰৣの2णのহのৰपेॉؚుญಖઋఐ医療をর心
धखञঢ়બਃঢ়のॿॵトডーॡをଡണ؞ઈ৷खؚ札幌市৸৬पउःथؚ心のฎाを್える子どもृऋः
のँる子どもषの੍ର৬のを৯घহदघ؛（ਛ27ফ10া19হ৫） 

औढ़ौ 
子どものऒऒौの৴ॳームহ 

ਨਲপ৾প৾医৾ଢ଼ఐ（ుญઓஐಖઋ医৾ౠ）ध 
札幌市ऋુदষःऽघ؛ 

 
 
 
 
 
 
 

• 関係機関の代者からなる連携チームをଡਛし、
連൪会৮を開催します。 

• ネットワークをଡਛする関係機関を対象とした研
修会等を実します。 

• ネットワークをଡਛする関係機関に医学的見地か
らの助等をষいます。 

• క記コンシェルジュ事業をฐし、コンシェル
ジュ実機関の支援をষいます。 

औढ़ौ 
子どものऒऒौの॥ンシख़ঝジগহ 

市5ढ़ਚの医療ਃঢ়ऋ札幌市ऊैのಉपेॉষःऽघ؛ 
（利用はあくまでも任意であり、本事業を経しない医療機関の受診
やງஂ等を࿉げるものではありません。） 

 
 
 
 
 
 
 

• ネットワークをଡਛする関係機関や市ড়からのൂに
より、関係機関や本人のൌ望も考慮しながら、よりి
જな児童精神科医療をඞう医療機関をご案内します。 

• 児童精神科をඞう医療機関からのൂにより、ಹの
৵児科や精神科の医療機関や教育・福祉等、よりిજ
な支援機関をご案内します。 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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औढ़ौ子どものऒऒौの 
৴ॳームহ 

ઍ ৰౚ（28ফ২） 

コンシェルジュ関係者による意見ઐఌ 年3回開催 

医療・福祉・教育機関との意見ઐఌ会 10াに開催（36参加） 

研修会 12াに開催（৺120参加） 

シンポジウム 3াに開催（৺150参加） 

医療・福祉・教育機関との
意見ઐఌ会（10া） 研修会（12া） 

連携体制の全体管理 
研修会などを実 

シンポジウム（3া） 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 

 実時   ؟ਛ29年3া12（）1300؟16ع00؟ 
 実場所   ؟ਨਲ大学医学 学௵会ைフラテ大ール 
 参加者   ؟৺150人 
 アンॣートੈ力者 63؟人（42٫） 
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札幌市の子どもの心の医療を考える 
シンポジウム 

来場者アンケート集計結果（1） 

【問1】  ごঽମについて 

ਙશ 

男性 

女性 

ফೡ 20代ਰৣ 

30代 

40代 

50代 

60代 

70代ਰ上 

ક 

市内 
 

市ਗ 

 
医療 

 
教育 

福祉 

保育 

その他 

業ਜなどで子どもに
関わっているため 

児童精神科医療に௪ 

があったため 

講演者に௪があった
ため 

今後の参考のため 

 
その他 

【問2】  シンポジウムに参加したきっかけは何ですか 
    （複数チェック可） 

参加者は、女性が多く、年齢は40代、50代が多い。 
市ਗから参加される方も2સங度いた。 
職業は、福祉関係が最も多く、ついで教育関係、保育関係が多い。 

業ਜで子どもに関わっている方が最も多い。 
ਨਲ新聞を見て参加された方もいた。 

17% 

83% 

14% 

18% 

31% 

22% 

13% 

2% 

81% 

19% 

11% 

23% 

37% 

16% 

13% 

41% 

24% 

9% 

21% 
5% 
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かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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札幌市の子どもの心の医療を考える 
シンポジウム 

来場者アンケート集計結果（2） 

【問3】  シンポジウムについて 

【問4】  さっ़ौ子どものここौのコンシェルジュ事業について 

改善内ઍについての主な౪意見は次のとおり。 
【周知について】 
• 市内の幼ညୱ、保育ୱ、子どもୱにまで広まっていない
のではないか。（40代女性、保育） 

• 学校（教৩）への周知がਏ。（40代男性、教育） 
• 全的にこのような事業が広まればいいと思う。（20代
女性、保健師） 

 
【対応について】 
• ঽം、ఇの多ၭなどのಸ時に対応してもらいた
い。（30代女性、教育） 

• ਗ਼話がつながらない機関がある。利用する時の担とু
間が多いと思う。（30代女性、福祉） 

• 高校生ਰ上も対象になるようにしてほしい。（50代女
性、教育）（40代女性、医療） 

• ੂ診までのಢ縮があっても3ढ़া待ちはশい。（40代女
性、医療） 

• 親が困ったと感गておらङ、問意がない場合、どう
つなげていくか。（50代女性、福祉） 

 
【その他】 
• ネットワークの拡大がਏ。受けとしての医療機関も
もっとਏ。（30代女性、福祉）（40代女性、教育） 

• コンシェルジュを利用する場合としない場合との違いが
ীからない。（40代女性、保育） 

• 教育と医療が、ਏな情報をુથできるலੌाを考えて
ほしい。（50代女性、教育） 

34% 

54% 

10% 
足 
どちらかというと足 
どちらともいえない 
どちらかというと不 
不 

57% 
43% 

55% 
45% 

今後、改 
善してほ 
しいとこ
ौがある 
્に改善 
してほし 
いとこौ 
はない 

হ ఒ 

2% 

9સくか、「足」または「どちらかというと足」 
૬ჷの回௦がやや৯য়った。 

今回のシンポジウムを経て、今後利用してाようと思った方が多数いた。 

93% 

今後、利 
用してा 
ようと 
思った 
્に利用 
しようと 
思わない 

ਹ৷ 
7% 

今回ੂめ 
て知った 
 
もともと 
知ってい 
たが、理 
解が 
まった 

かかりつけ医等発達障害対応力向上 
研修テキスト 
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札幌市の子どもの心の医療を考える 
シンポジウム 

来場者アンケート集計結果（3） 

【問5】  今後、「札幌市の子どもの心の医療」に 
     ついて、本事業に期待することは何ですか 
    （複数チェック可） 

【問6】  その他、ご意見やご感想がありましたら、ご記入ください。 
 
【全体の感想】 
• 実例が聞けるとより事業・連携についてイメージがつきやすかったと思います。
（30代女性、医療） 

• 子どもとの関わりなど、具体的な接し方(困り感を抱える子どもへの)をもう少しく
わしく教えていただければもっと良かったと思います。現場で関わる保育士として
は「関わり方」について悩んでいる人たちが多くいます。（20代女性、保育） 

• 各方面のお話を聞くことができて良かったです。（30代女性、福祉） 
• 今後このようなシンポジウムがあったら、参加したいと思います。（40代女性、保
護者） 

• コンシェルジュ制度について知るだけでなく、子どもの支援を考えるなかで、広い
視野で見ていくことや、予防の観点を持つこと、インクルージョンの後退など様々
な気づきを得ることができました。（20代女性、福祉） 

 
【関係機関のネットワークについて】 
• 研修中の医師のプログラムに、学校現場の見学を入れてほしいと思います。（50代
女性、教育） 

• 幼・保の現場は先生が若い、経験不足。現場に保健師やSCが来てくれるとよい。地
域で助け合う力が弱まっている。（40代女性、教育） 

• 教育現場と医療現場はつながりにくい。お互い理解できてない。（40代男性、教育） 
• それぞれの機関が少しづつ連携できるようになってきましたが、事業所の質の違い
が大きいと思います。質を高めようとすると経営が安定しないという現状がありま
す。（50代女性、保育） 

 
【コンシェルジュ事業について】 
• 今後の拡大に期待しています。（50代女性、医療） 
• 末端の現場へも周知してほしいです（60代女性、教育） 
• 親からの相談の際にガイダンスさせていただこうと思いました。（60代女性、福祉） 
• 未就学児の場合、保護者の同意を得るのが困難であるという現状があります。保護
者にどうアプローチすればよいかのフォローが合わせてあると、支援機関はもっと
この事業を利用しやすくなると思います。保護者の方にとっての”医療機関の受診”
はとてもハードルが高いようです。（40代女性、保育） 

• 保育・福祉関係者からすると医療機関に相談していくのは敷居が高い印象があるの
で、コンシェルジュ事業が更に活用されていけばよいと思いました。（50代男性、
福祉） 

関係機関の連携が最も多く、ついで、 

31% 

10% 
19% 

14% 

23% 

3% 
医療・福祉・教育・保育等
の関係機関の連携 
札幌市の児童精神科医療の
質の底上げ 
円滑な相談・案内体制の拡
充 
新規患者の診療待機時間の
縮減 
研修会・講演会などの開催 

 
その他 

研修会・講演会の開催が多い。 
 
主な「その他」の記載は次のとおり。 
• 医療現場の方々が、学校をもっと知ることで、学
校における子どもの状況を改善できると思いま
す。ぜひ、見学に来てほしいと思います。（50
代女性、教育） 

• 教育現場への周知(管理職の理解、担任への周
知)、低年齢児(保護者へ)の関連情報の提供（40
代女性、教育） 

• ただし”たらい回し”にはしないような配慮が望ま
れます。（50代女性、不明） 

• もっと療育や福祉・教育・医療の連携に向けた研
修をやってほしいです。（20代女性、福祉） 




